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故
意
に
お
け
る
客
体
の
特
定
お
よ
び

「
個
数
」
の
特
定
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）
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井

田

良

一二三四

は
じ
め
に

故
意
に
お
け
る
客
体
の
特
定
の
重
要
性

1
　
客
体
の
特
定
と
実
行
行
為
の
危
険
性

2
　
そ
れ
ぞ
れ
の
客
体
の
侵
害
に
応
じ
た
犯
罪
の
成
立
が

　
　
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
客
体
の
特
定

具
体
的
（
法
定
）
符
合
説
の
根
拠
　
：
－
：
…
…
…
以
上
第
九
号

具
体
的
符
合
説
に
お
け
る
客
体
の
特
定
と
「
個
数
」
の
特
定

1
　
客
体
特
定
の
基
準

2
　
故
意
の
「
個
数
」
に
つ
い
て

3
　
正
当
化
事
由
に
つ
い
て
の
錯
誤
と
客
体
の
特
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
・
…
以
上
本
号

五山ノ、七八

故
意
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
性
の
判
断
と
結
果
の
帰
責

1
　
実
行
行
為
性
の
判
断
と
結
果
帰
責
の
判
断

2
　
「
規
範
的
」
問
題
と
し
て
の
結
果
の
帰
責

方
法
の
錯
誤
に
お
け
る
結
果
帰
責
の
限
界

1
　
故
意
の
対
象
と
し
て
の
因
果
関
係
と
結
果

2
　
法
定
的
符
合
説
と
結
果
帰
責
の
限
界
；
；
：
以
上
第
十
一
号

数
罪
の
成
立
と
観
念
的
競
合

1
　
量
刑
に
お
け
る
処
断
刑
形
成
の
意
義

2
　
観
念
的
競
合
の
本
質

3
　
故
意
の
「
個
数
」
と
量
刑

お
わ
り
に
・
：
：
・
・
：
：
・
：
…
：
：
：
：
：
：
以
上
第
十
二
号



故意における客体の特定および「個数」の特定に閏する一考察（2〕

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
具
体
的
符
合
説
に
お
け
る
客
体
の
特
定
と
「
個
数
」
の
特
定

　
本
章
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
具
体
的
（
法
定
）
符
合
説
の
提
供
す
る
．
客
体
の
特
定
と
「
個
数
」
の
特
定
の
た
め
の
基
準
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
．
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
具
体
的
符
合
説
が
、
明
確
な
客
体
特
定
の
基
準
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
（
後
出
－
）
。
具
体
的
符
合
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

を
採
る
者
が
好
む
表
現
は
、
『
そ
の
客
体
を
侵
害
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
客
体
を
侵
害
し
た
場
合
に
の
み
故
意
が
認
め
ら
れ
る
』
と
い
う

　
　
　
　
（
1
）

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
全
て
の
場
合
に
つ
い
て
充
分
な
判
断
基
準
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
、
客
体
を
目
の
前

に
し
て
視
覚
的
に
（
ま
た
は
．
聴
覚
に
よ
っ
て
）
は
特
定
し
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
客
体
の
具
体
化
の
基
準
を
提
示
し
得

る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
多
く
の
人
々
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
点
に
具
体
的
符
合
説
の
欠
陥
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

露
呈
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
具
体
的
符
合
説
の
主
張
者
が
、
法
定
的
符
合
説
を
批
判
す
る
た
め
に
取
り
上
げ
る
「
故
意
の
個
数
」
の
問
題

を
、
果
た
し
て
、
具
体
的
符
合
説
自
身
は
困
難
な
く
解
決
し
得
る
の
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
後
出
2
）
。
こ
こ
で

は
、
「
講
壇
事
例
」
を
積
み
重
ね
る
限
り
、
具
体
的
符
合
説
の
基
準
に
よ
っ
て
も
解
決
で
き
な
い
事
例
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と
が

明
ら
か
と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
具
体
的
符
合
説
の
側
か
ら
批
判
さ
れ
る
法
定
的
符
合
説
の
問
題
点
と
し
て
、
正
当
化
事
由
に
錯
誤
が
関
係
し
た
場
合
の
取
り

扱
い
の
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
の
具
体
的
符
合
説
の
指
摘
に
も
根
拠
が
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
（
後
出
3
）
。

　
（
1
）
　
と
く
に
、
平
野
龍
一
「
刑
法
の
基
礎
⑩
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
二
〇
号
（
一
九
六
七
年
）
二
四
頁
、
同
『
刑
法
総
論
1
』
（
一
九
七
二
年
）
一
七

　
　
五
頁
。
な
お
、
西
村
克
彦
『
犯
罪
形
態
論
』
（
一
九
六
九
年
）
八
三
頁
、
二
一
二
頁
、
同
「
錯
誤
の
心
理
と
論
理
」
『
植
松
博
士
還
暦
祝
賀
・
刑
法
と

　
　
科
学
〔
法
律
編
〕
』
（
一
九
七
一
年
）
二
八
二
頁
も
見
よ
．
西
ド
イ
ッ
の
学
説
の
中
で
は
、
例
え
ば
、
国
Φ
一
昌
鶏
貯
竃
”
ξ
舘
ミ
国
巴
葭
N
一
賞
幹
蚕
㍗
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お
魯
戸
≧
一
鴨
ヨ
Φ
言
霞
目
色
一
矯
円
亀
富
呂
一
｝
9
＞
島
」
O
o
。
ω
い
鵠
鳶
9
幹
ω
一
ω
を
参
照
。

（
2
）
　
例
え
ば
，
大
塚
仁
「
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
法
学
教
室
一
三
号
（
一
九
八
一
年
）
二
二
頁
、
同
『
犯
罪
論
の
基
本
問
題
』
（
一
九
八
二
年
）

　
二
四
三
、
四
頁
、
大
谷
実
「
事
実
の
錯
誤
と
故
意
の
個
数
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
九
号
（
一
九
八
二
年
）
三
五
頁
、
同
『
刑
法
講
義
総
論
上
』
（
一

九
八
四
年
）
二
二
六
頁
、
佐
久
間
修
「
ド
イ
ッ
に
お
け
る
事
実
の
錯
誤
論
に
つ
い
て
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
〇
一
号
（
｝
九
八
四
年
）
一
二
三
、

　
四
頁
。
西
ド
イ
ッ
の
学
説
の
中
で
は
、
と
く
に
、
ぎ
讐
ぎ
夷
b
唇
冨
N
畦
国
宰
巨
8
α
霞
富
年
①
ぎ
ヨ
》
ざ
爵
冨
富
嵐
＜
。
田
暮
N
仁
＆
q
霞

ぼ
舘
算
浮
算
魯
α
霞
善
。
昌
”
ぎ
馨
量
O
＞
お
o
。
一
噛
¢
“
第
ま
た
、
教
唆
犯
の
場
合
に
、
客
体
の
錯
誤
と
方
法
の
錯
誤
を
異
な
っ
て
取
り
扱
う
こ

　
と
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
た
の
は
、
白
ユ
9
ぎ
霧
Φ
浮
①
首
い
国
胃
3
ぎ
〇
三
8
ε
‘
呂
善
震
蜜
ぎ
響
臣
ー
O
ピ
O
Z
。
墓
一
鑑
“
2
『
≦
お
鐸

ω
一
一
ー
・
『
ロ
ω
一
8
ρ
¢
ω
置
h
で
あ
る
。

　
　
た
だ
し
、
解
決
の
困
難
な
限
界
事
例
が
あ
り
得
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
学
説
に
と
っ
て
の
欠
陥
と
言
え
な
い
。
問
題
な
の
は
、
解
決
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ

　
め
の
基
準
の
内
容
お
よ
び
そ
の
射
程
が
原
理
的
に
明
ら
か
で
な
い
こ
と
で
あ
る
．
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1
　
客
体
特
定
の
基
準

　
①
　
客
体
の
錯
誤
も
方
法
の
錯
誤
も
、
行
為
者
が
特
定
し
た
客
体
と
は
別
個
の
客
体
に
結
果
が
生
じ
た
場
合
だ
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

従
っ
て
．
客
体
の
錯
誤
と
区
別
し
て
方
法
の
錯
誤
だ
け
が
故
意
を
阻
却
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
場
合
に
、
行
為

者
に
よ
る
客
体
の
特
定
が
故
意
の
成
否
に
影
響
す
る
の
か
を
判
断
す
る
た
め
の
、
客
体
特
定
の
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
故
意
既
遂
犯
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
ど
の
よ
う
な
形
で
特
定
し
た
客
体
に
結
果
が
発
生
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ

　
具
体
的
符
合
説
の
い
う
、
『
そ
の
客
体
を
侵
害
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
客
体
を
侵
害
し
た
場
合
に
の
み
故
意
が
認
め
ら
れ
る
』
と
い
う

基
準
は
、
行
為
者
が
一
定
の
客
体
を
目
の
前
に
見
据
え
て
視
覚
的
に
認
識
し
て
（
ま
た
は
．
聴
覚
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
そ
れ
と
意
識
し
な
が

ら
）
行
為
し
た
場
合
に
は
、
一
応
明
確
な
基
準
と
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
基
準
は
．
行
為
者
が
「
そ
こ
に
あ
る
」
と
思

っ
た
客
体
が
そ
こ
に
ー
認
識
し
た
通
り
の
態
様
・
個
数
で
ー
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
前
提
条
件
が
充
足
さ
れ
な
い
限
り
適
用
で
き



故意におけ’る客体の特定および「個数jの特定に関する一考察（2〕

な
い
。
従
っ
て
、
す
で
に
こ
こ
に
お
い
て
、
右
の
基
準
に
よ
っ
て
は
解
決
で
き
な
い
事
例
を
考
え
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
．
例
え
ば
、

近
視
の
行
為
者
が
、
そ
こ
に
い
る
「
太
っ
た
男
A
」
を
殺
そ
う
と
し
て
発
砲
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
痩
せ
た
二
人
の
男
B
、
C
」
が
立

ち
話
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
に
、
B
、
C
の
い
ず
れ
が
、
行
為
者
の
意
図
し
た
「
そ
の
客
体
」
で
あ
っ
た
の
か
は
明

ら
か
で
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
基
準
の
難
点
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
。
右
の
基
準
は
、
行
為
者
が
特
定
し
た
「
そ
の
客
体
」
が
現
実
に
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

す
る
う
ち
の
ど
の
客
体
に
一
致
す
る
の
か
を
、
法
的
評
価
を
加
え
る
こ
と
な
く
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
に
し
て
し
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

い
る
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
行
為
者
が
、
客
体
を
目
の
前
に
し
て
視
覚
的
に
把
握
し
て
は
い
な
か
っ
た
場
合
、
例
え
ば
、
間
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

正
犯
・
離
隔
犯
や
（
と
く
に
狭
義
の
）
共
犯
の
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
、
行
為
者
が
特
定
し
た
そ
の
客
体
と
い
っ
て
も
、
ど

ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

の
客
体
な
の
か
が
全
く
明
ら
か
で
な
い
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
特
定
し
た
そ
の
客
体
が
ど
の
客
体
で
あ
る
か
は
、
客
体
の
種
々
の
属
性
の

ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

う
ち
の
如
何
な
る
属
性
を
基
準
に
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
し
て
、
客
体
の
様
々
な
属
性
の
う
ち
の
ど
の
属
性
に
着
目
す
る
か
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

一
定
の
規
範
的
評
価
を
介
さ
ず
に
没
価
値
的
に
定
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
方
法
の
錯
誤
と
は
、
行
為
者
が
犯
意
を

特
定
し
た
具
体
的
客
体
以
外
の
客
体
に
結
果
が
発
生
し
た
場
合
を
指
す
。
例
え
ば
、
あ
る
人
に
毒
入
り
ウ
イ
ス
キ
ー
を
送
り
つ
け
て
毒
殺

し
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
、
具
体
的
符
合
説
の
立
場
か
ら
も
、
「
毒
入
り
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
む
で
あ
ろ
う
人
」
に
故
意
が
認

め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
狙
っ
た
人
と
は
別
の
人
が
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
ん
で
死
亡
し
て
も
、
方
法
の
錯
誤
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
も
可
能
で

　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
，
も
し
そ
う
で
あ
れ
ぽ
、
甲
が
A
に
向
け
て
発
砲
し
た
と
こ
ろ
、
弾
丸
が
そ
れ
て
B
に
命
中
し
た
と
い
う

方
法
の
錯
誤
の
典
型
事
例
に
お
い
て
で
さ
え
、
「
弾
丸
が
当
た
る
で
あ
ろ
う
人
」
に
客
体
特
定
の
基
準
を
求
め
て
い
け
な
い
理
由
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
基
準
を
採
れ
ば
、
錯
誤
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
具
体
的
符
合
説
を
主

張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
客
体
特
定
の
基
準
を
よ
り
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
行
為
者
が
客
体
を
目
の
前
に
し
て
向
か

い
合
っ
て
い
な
い
場
合
、
と
り
わ
け
、
間
接
正
犯
や
離
隔
犯
、
そ
し
て
共
犯
の
場
合
に
お
け
る
客
体
の
特
定
に
つ
い
て
、
具
体
的
符
合
説
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が
法
的
に
意
味
の
あ
る
一
定
の
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
間
が
生
じ
て
く
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ち

　
の
　
あ
ら
か
じ
め
注
意
す
べ
ぎ
こ
と
は
、
こ
こ
で
間
題
な
の
は
、
故
意
の
要
件
と
し
て
、
客
体
に
つ
い
て
の
、
い
か
な
る
種
類
の
特
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
う
　
　
　
や

が
法
的
に
重
要
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
間
接
正
犯
・
離
隔
犯
や
共
犯
の
場
合
に
お
い
て
も
、
故
意
が

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
　
ち

必
要
と
さ
れ
る
時
点
、
つ
ま
り
、
利
用
行
為
・
誘
致
行
為
ま
た
は
教
唆
・
耕
助
行
為
の
時
点
に
お
け
る
行
為
老
の
表
象
内
容
に
即
し
て
、

客
体
特
定
の
基
準
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
A
を
殺
害
す
る
意
図
で
、
A
宅
に
毒
入
り
ウ
イ
ス
キ
ー
を
送
り
つ
け
た
と
こ

ろ
、
A
が
情
を
知
ら
ず
に
客
の
B
に
こ
れ
を
飲
ま
せ
た
た
め
、
B
が
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
、
『
被
害
者
が
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
も
う
と
す

る
時
点
で
客
体
が
特
定
さ
れ
る
（
従
っ
て
、
「
そ
の
人
」
た
る
B
を
殺
そ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
以
上
、
行
為
者
が
A
を
殺
害
し
よ

う
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
客
体
の
錯
誤
に
過
ぎ
な
い
』
と
説
く
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
不
正
確
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

故
意
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
ウ
イ
ス
キ
ー
の
発
送
時
で
あ
っ
て
そ
れ
以
後
の
時
点
で
は
な
い
i
B
が
飲
む
時
点
で
行
為
者
が
昼
寝
を
し

て
い
て
も
故
意
は
否
定
さ
れ
な
い
（
！
）
1
。
そ
こ
で
、
発
送
時
の
行
為
者
の
表
象
内
容
に
即
し
て
す
で
に
客
体
を
特
定
で
き
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
基
準
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
客
体
を
目
の
前
に
見
据
え
て
い
な
い
場
合
で
．
行
為
者
が
一
定
の
客
体
に
犯
意
を
特
定
し
て
い
た
と
ぎ
に
、
具
体
的
符
合
説
の

立
場
か
ら
、
果
た
し
て
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
「
符
合
」
の
有
無
を
判
断
す
る
の
か
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
行
為
者
が
ど
の

よ
う
な
形
で
特
定
し
て
い
た
客
体
に
故
意
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
行
為
者
が
特
定
し
た
「
そ
の
客
体
」
と
は
、
ど
の

客
体
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
符
合
の
た
め
の
特
定
の
基
準
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
第
一
に
、
そ
の
行
為
の
持
つ
危
険
が

実
現
し
た
客
体
と
し
て
の
特
定
、
言
い
換
え
れ
ば
、
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
内
に
お
け
る
侵
害
の
対
象
と
し
て
の
特
定
で
あ
る
。
第
二
に
、

行
為
者
が
予
定
し
た
日
時
・
場
所
と
い
う
状
況
に
よ
る
特
定
で
あ
る
。
第
三
に
、
法
益
主
体
を
基
準
と
す
る
特
定
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
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A
さ
ん
、
B
さ
ん
と
い
う
、
い
わ
ば
「
名
前
」
に
よ
る
特
定
で
あ
る
．
具
体
的
符
合
説
に
立
つ
と
き
、
こ
れ
ら
の
基
準
の
う
ち
、
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
法
的
に
重
要
な
特
定
の
基
準
と
し
て
認
め
る
べ
き
こ
と
に
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
ま
ず
、
具
体
的
符
合
説
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
右
の
第
一
の
基
準
を
採
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
行

為
者
が
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
形
で
客
体
を
特
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
内
で
侵
害
の
対
象
に
な
っ
た
客
体
に
つ

い
て
は
故
意
が
阻
却
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
予
見
可
能
な
範
囲
内
で
「
落
と
し
穴
に
落
ち
た
人
」
「
毒
入
り
ウ
イ
ス
キ
ー
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

飲
ん
だ
人
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
行
為
者
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
意
外
な
対
象
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
故
意
は
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
客
体
を
目
の
前
に
し
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
全
く
異
な
る
特
定
の
基
準
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

あ
る
い
は
、
客
体
を
目
の
前
に
し
て
認
識
し
て
い
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
法
定
的
符
合
説
の
基
準
を
採
る
こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

客
体
を
眼
前
で
視
覚
的
に
認
識
し
な
が
ら
侵
害
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
、
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
内
で
同
種
の
結
果
が
発
生
し
て
も
、

行
為
者
が
現
に
認
識
し
て
い
た
客
体
に
つ
い
て
で
な
け
れ
ば
故
意
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
客
体
を
目
の
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

し
な
い
場
合
に
は
逆
に
故
意
を
認
め
る
の
か
に
つ
い
て
、
理
論
的
な
説
明
は
聞
か
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
故
意
の
要
件
の
問
題
と
し
て

、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

見
た
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
取
り
扱
い
に
は
理
論
的
根
拠
が
見
出
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
間
接
正
犯
や
離
隔
犯
と
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

し
て
、
共
犯
の
場
合
に
限
っ
て
、
こ
の
基
準
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
犯
に
対
す
る
共
犯
の
従
属
性
を
強
調
し
て

正
犯
が
既
遂
の
責
任
を
負
う
な
ら
共
犯
も
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
か
、
い
わ
ゆ
る
「
責
任
共
犯
論
」
を
前
提
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

す
る
と
き
に
の
み
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
な
見
解
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
そ
れ
ぽ
か
り
で
な
く
、
具
体
的
符
合
説
に
立
ち
な
が
ら
右
の
第
一
の
基
準
を
採
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る

の
か
が
不
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
甲
が
、
一
人
住
ま
い
を
し
て
い
る
（
と
思
っ
た
）
A
に
毒
入
り
の
菓
子
を
送
っ
た
が
、
実
は
、
A
に
は

家
族
が
お
り
、
出
張
中
の
A
の
代
わ
り
に
家
族
の
B
、
C
が
こ
れ
を
食
べ
て
死
亡
し
た
場
合
（
A
も
一
緒
に
食
べ
て
死
亡
し
た
と
し
て
も
よ

い
）
、
ま
た
は
、
甲
が
、
一
人
住
ま
い
の
A
の
玄
関
前
に
落
と
し
穴
を
掘
っ
て
A
を
怪
我
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
た
が
、
翌
朝
A
の
ガ
ー
ル
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フ
レ
ン
ド
の
B
と
新
聞
配
達
の
C
が
落
ち
て
、
二
人
と
も
怪
我
を
し
た
場
合
（
玄
関
か
ら
一
緒
に
出
て
来
た
A
と
B
が
と
も
に
怪
我
を
し
た
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
62

て
も
よ
い
）
で
あ
る
。
具
体
的
符
合
説
は
、
A
を
狙
っ
た
弾
丸
が
は
ず
れ
て
、
意
図
し
な
い
B
、
C
に
命
中
し
た
事
例
で
、
故
意
の
「
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

数
」
の
問
題
を
解
決
で
ぎ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
法
定
的
符
合
説
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
事
例
に
お
い
て
も
複
数
の
故
意
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
基
準
を
み
ず
か
ら
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ぽ
、
具
体
的
符
合
説
の
立
場

か
ら
、
こ
の
第
一
の
基
準
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

　
し
か
し
、
故
意
の
「
個
数
」
の
問
題
は
、
第
二
の
基
準
、
つ
ま
り
、
日
時
・
場
所
と
い
う
状
況
に
よ
る
特
定
を
基
準
に
す
る
と
し
て
も

解
決
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
具
体
的
符
合
説
は
、
こ
の
基
準
を
採
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
右
に
挙
げ
た
、
毒
入
り

菓
子
を
送
り
つ
け
た
事
例
で
も
，
落
と
し
穴
の
事
例
で
も
、
複
数
の
客
体
に
侵
害
結
果
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
故
意
の
対
象
を
ど
れ
か
一

つ
の
客
体
に
特
定
す
る
基
準
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
甲
が
、
A
に
毒
入
り
の
菓
子
を
送
っ
た

と
こ
ろ
、
A
は
引
っ
越
し
て
い
た
が
、
そ
の
菓
子
が
引
っ
越
し
先
に
転
送
さ
れ
て
、
そ
れ
を
食
べ
た
A
が
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
や
、
甲

が
、
A
を
公
園
に
呼
び
出
し
、
乙
を
行
か
せ
て
恐
喝
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
乙
は
、
A
が
公
園
に
来
な
か
っ
た
の
で
A
宅
ま
で
行
っ

て
恐
喝
し
て
ぎ
た
と
い
う
場
合
な
ど
、
日
時
・
場
所
が
行
為
者
の
予
想
と
違
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
故
意
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
理
論
的
に
考
え
て
も
、
実
行
の
日
時
・
場
所
な
ど
は
、
構
成
要
件
的
に
全
く
重
要
な
要
素
で
は
な
く
、
こ
の
点
の
錯
誤
に
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

意
を
阻
却
す
る
意
味
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
行
為
者
の
予
想
と
異
な
る
日
時
・
場
所
で
侵
害
の
作

用
を
生
じ
た
場
合
に
故
意
を
否
定
す
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
の
錯
誤
の
場
合
の
多
く
に
つ
い
て
故
意
が
阻
却
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
日
時
・
場
所
を
基
準
と
す
る
こ
と
も
で
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

　
そ
こ
で
、
具
体
的
符
合
説
と
し
て
は
、
第
三
の
基
準
、
つ
ま
り
、
法
益
主
体
に
よ
る
特
定
を
基
準
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
行
為
者
が
、

A
さ
ん
、
B
さ
ん
と
い
う
「
名
前
」
で
客
体
を
特
定
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
以
外
の
客
体
に
結
果
が
発
生
す
れ
ば
、
故
意
は
認
め
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
基
準
の
難
点
も
直
ち
に
明
ら
か
と
な
る
。
客
体
を
視
覚
的
に
把
握
し
て
い
る
と
き
に
は
、
A
、
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B
と
い
う
「
名
前
」
は
重
要
で
な
く
．
客
体
が
見
え
な
く
な
れ
ば
、
に
わ
か
に
「
名
前
」
が
重
要
な
基
準
に
な
る
こ
と
は
理
解
し
難
い
の

　
　
（
17
）

で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
が
、
A
を
殺
そ
う
と
企
て
、
A
の
車
に
爆
弾
を
し
か
け
た
と
こ
ろ
、
翌
朝
A
の
妻
B
が
車
に
乗
っ
て
爆
死
し
た
と

　
　
（
18
）

い
う
場
合
、
ま
た
は
、
甲
が
、
毎
朝
一
〇
時
に
な
る
と
ビ
ル
の
屋
上
に
出
て
来
て
体
操
を
す
る
A
を
殺
そ
う
と
し
て
時
限
爆
弾
を
し
か
け

た
と
こ
ろ
、
実
際
に
出
て
来
た
B
が
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
な
ど
で
、
な
ぜ
、
故
意
の
既
遂
犯
が
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
か
全
く
理

解
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
「
人
違
い
」
、
つ
ま
り
客
体
の
錯
誤
に
近
い
事
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
問
題
点
が
明
ら
か
に
な

る
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
甲
は
、
ホ
テ
ル
の
一
室
に
宿
泊
中
の
A
を
殺
そ
う
と
し
て
、
そ
の
部
屋
の
中
に
忍
び
込

み
、
飲
み
か
け
の
ウ
イ
ス
キ
ー
の
中
に
毒
を
入
れ
て
お
い
た
が
、
直
前
に
部
屋
を
取
り
換
え
た
A
の
代
わ
り
に
そ
の
部
屋
に
チ
ェ
ッ
ク
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

ン
し
て
い
た
B
が
そ
れ
を
飲
ん
で
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
場
所
・
状
況
に
よ
る
特
定
を
考
え
な
い
限
り
1

不
当
に
も
　
　
故
意
が
阻
却
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
．
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
場
合
に
、
「
そ
の
部
屋
に
宿
泊
し
て
い
る
人
」
と
い

う
よ
う
に
場
所
を
基
準
と
す
る
訳
に
も
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
基
準
は
全
く
恣
意
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

　
　
　
　
（
2
0
）

い
か
ら
で
あ
る
。

　
実
際
的
に
見
て
も
、
「
名
前
」
に
よ
る
特
定
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
大
き
い
。
医
師
甲
が
、
情
を
知
ら
な
い
看
護
婦
X
を
利

用
し
て
A
に
毒
薬
を
注
射
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
X
が
相
手
を
取
り
違
え
て
B
に
注
射
し
て
B
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
場
合
、
甲
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

殺
人
未
遂
ま
た
は
殺
人
予
備
（
お
よ
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
過
失
致
死
罪
）
し
か
認
め
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
甲
が
、
乙
に
対
し

て
．
大
金
持
ち
の
A
の
家
に
盗
み
に
入
る
よ
う
に
教
唆
し
た
と
こ
ろ
、
乙
が
間
違
え
て
（
ま
た
は
、
気
を
き
か
せ
て
）
よ
り
大
金
持
ち
の
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
家
に
入
っ
て
盗
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
事
案
で
、
教
唆
者
甲
に
対
し
て
は
、
犯
罪
不
成
立
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
と
く
に
教
唆
の
場
合
に
お
い
て
、
「
名
前
」
に
よ
る
特
定
を
前
提
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
教
唆
者
が
行
な
っ
た
客
体
の
性
格
づ

け
（
例
え
ば
、
容
貌
に
つ
い
て
の
説
明
）
の
客
観
的
な
内
容
に
応
じ
た
結
果
が
発
生
す
る
限
り
、
「
客
体
の
錯
誤
」
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
見
解

も
有
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
教
唆
者
が
教
唆
者
の
行
な
っ
た
表
示
ど
お
り
に
忠
実
に
実
行
し
た
と
言
い
得
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
教
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（
2
3
）

唆
者
の
真
意
に
合
致
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
教
唆
者
の
故
意
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
理

　
　
　
　
　
　
　
　
（
泌
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

論
的
に
矛
盾
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
教
唆
者
甲
が
、
乙
に
対
し
て
、
A
を
殺
さ
せ
た
い
の
に
『
B
を
殺
せ
』
と
言
い
間
違
え
た
、
と
い
う

よ
う
な
極
端
な
事
例
を
考
え
る
と
、
表
示
の
客
観
的
内
容
は
B
だ
と
し
て
も
、
甲
が
A
に
対
し
て
殺
意
を
持
っ
て
い
る
以
上
、
B
の
殺
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

の
結
果
に
つ
い
て
は
故
意
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
甲
が
ピ
ス
ト
ル
で
A
を
撃
ち
殺
そ
う
と
す
る
場

合
、
実
際
に
は
銃
口
が
む
し
ろ
（
甲
が
認
識
し
て
い
な
い
）
B
の
方
を
向
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
B
に
対
し
て
も
故
意
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
は
、
具
体
的
符
合
説
の
結
論
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
教
唆
者
の
表
示
の
内
容
に
応
じ
た
結

果
が
発
生
す
れ
ば
錯
誤
は
存
在
し
な
い
と
い
う
原
則
を
立
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
次
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
教
唆
者
甲
が
、
乙
に
対
し
て
、
「
ど
ん
な
手
段
を
用
い
て
も
よ
い
か
ら
、
A
か
ら
金
を
奪
え
」
と
命
じ
た
と
こ
ろ
、
乙
は
『
A
を

殺
し
て
も
金
を
奪
え
』
と
い
う
趣
旨
に
理
解
し
て
実
行
し
た
が
、
甲
と
し
て
は
、
乙
が
A
に
暴
行
を
加
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ま
さ
か

A
を
殺
害
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
甲
に
は
強
盗
殺
人
罪
の
教

唆
犯
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
当
然
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ち

　
⑥
　
と
こ
ろ
で
、
具
体
的
符
合
説
の
立
場
か
ら
、
よ
り
実
質
的
な
客
体
特
定
の
基
準
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

私
に
は
、
行
為
者
が
、
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
、
因
果
の
流
れ
を
一
定
の
客
体
に
向
け
て
有
効
に
方
向
づ
け
、
一
定
の
客
体
以
外
に
は

結
果
が
生
じ
な
い
よ
う
に
充
分
に
配
慮
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
故
意
の
対
象
が
特
定
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
見
解
も
充
分
可
能
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
、
西
ド
イ
ッ
の
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
間
接
正
犯
や
共
犯
の
場
合
に
は
、
狙
っ
た

客
体
以
外
の
客
体
に
結
果
が
生
ず
る
可
能
性
も
高
い
の
で
、
行
為
者
が
頭
の
中
で
思
い
描
い
た
客
体
と
は
別
の
客
体
に
対
し
て
も
故
意
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
解
）

認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
教
唆
犯
の
場
合
に
は
、
教
唆
者
と
実
行
正
犯
者
と
の
間
で
一
致
し
て

客
体
を
充
分
に
個
別
化
で
き
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
教
唆
者
の
故
意
の
対
象
が
特
定
さ
れ
、
教
唆
者
に
よ
る
教
唆
の
内
容
が
、
誰
に
向

け
ら
れ
て
い
る
か
一
義
的
で
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
教
唆
の
客
観
的
内
容
に
従
っ
た
客
体
を
正
犯
者
が
侵
害
す
る
限
り
、
そ
れ
が
教
唆

64
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者
に
と
っ
て
は
い
く
ら
意
外
な
客
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
教
唆
者
の
故
意
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
私
に
は
、
そ
の
結
論
は
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
問
題
は
、
も
は

や
純
粋
に
主
観
的
な
故
意
論
・
錯
誤
論
の
領
域
を
越
え
て
、
ど
こ
ま
で
の
結
果
を
故
意
行
為
に
帰
責
（
ま
た
は
帰
属
）
す
べ
き
か
と
い
う

ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

規
範
的
な
評
価
の
問
題
に
転
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
、
行
為
者
が
頭
の
中
で
ど
の
よ

う
な
客
体
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
用
い
た
手
段
の
危
険
性
の
程
度
と
か
、
例
え
ば
、
教
唆
さ
れ
た
者
が

客
体
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
な
ど
も
当
然
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
客
体
特
定
の
基
準
を
採
用
す
れ
ば
、
客
体
を
目
の
前
に
し
て
直
接
に
特
定
し
て
行
為
し
た
よ
う
な
方
法
の

錯
誤
の
典
型
事
例
で
あ
っ
て
も
、
危
険
性
の
高
い
手
段
を
用
い
た
と
き
に
は
、
認
識
し
な
か
っ
た
客
体
に
発
生
し
た
結
果
を
も
実
行
行
為

に
帰
責
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
す
る
理
由
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
　
「
方
法
の
錯
誤
」
と
は
何
か
を
は
っ
き
り
と
「
定
義
」
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
中
野
次
雄
は
、
い
わ
ゆ
る
方
法
の
錯
誤
を
「
行
為
の
方

向
に
つ
い
て
の
錯
誤
」
と
規
定
す
る
（
中
野
『
刑
法
総
論
概
要
』
〔
一
九
七
九
年
〕
一
一
二
頁
注
（
1
）
）
．

（
4
）
　
甲
が
A
を
殺
害
す
る
目
的
で
毒
入
り
の
日
本
酒
を
贈
与
し
た
と
こ
ろ
、
約
半
年
後
、
A
の
妻
が
意
外
に
も
酒
を
B
に
贈
与
し
、
B
が
こ
れ
を
飲

　
ん
で
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
殺
人
既
遂
罪
の
罪
責
を
認
め
た
裁
判
例
が
あ
る
（
東
京
高
判
昭
和
三
〇
年
四
月
一
九
日
・
高
裁
刑
集
八
巻

　
四
号
五
〇
五
頁
）
．
具
体
的
符
合
説
を
主
張
す
る
者
も
、
そ
の
結
論
に
は
疑
問
を
持
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
平
野
『
刑
法
総
論
1
』
（
前
掲

　
注
1
）
一
四
四
頁
を
見
よ
。

（
5
）
　
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
℃
后
写
N
葭
閃
零
巨
9
（
前
掲
注
2
）
砕
①
簿
に
は
、
き
わ
め
て
説
得
力
が
あ
る
。

（
6
）
　
内
田
文
昭
は
、
実
行
に
着
手
し
た
時
点
（
例
え
ば
、
脅
迫
状
が
相
手
方
に
到
達
し
た
時
点
）
よ
り
以
前
に
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
に
は
客
体
の
錯

　
誤
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
（
内
田
「
『
客
体
の
錯
誤
』
に
つ
い
て
」
研
修
四
二
二
号
2
九
八
三
年
〕
七
、
八
頁
注
（
2
）
、
同
「
『
方
法
の
錯
誤
』
に
つ
い

　
て
」
法
学
四
七
巻
五
号
〔
一
九
八
四
年
〕
六
三
頁
以
下
、
特
に
六
四
頁
注
（
4
）
参
照
）
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
、
故
意
が

　
必
要
と
さ
れ
る
時
点
（
例
え
ば
、
脅
迫
状
を
発
送
す
る
時
点
）
を
基
準
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
．
一
個
の
客
体
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
、

　
そ
れ
と
も
、
二
個
以
上
の
客
体
が
存
在
し
て
い
た
か
に
よ
っ
て
、
客
体
の
錯
誤
と
方
法
の
錯
誤
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
内
田
「
故
意
犯
の
構
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成
要
件
不
該
当
性
〔
そ
の
2
〕
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
二
号
〔
一
九
八
二
年
〕
八
四
頁
）
に
も
、
基
準
と
な
る
べ
き
時
点
は
、
故
意
が
要
求
さ
れ
る

　
時
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
セ
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
　
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
行
為
者
が
ど
の
客
体
に
犯
意
を
特
定
し
た
か
は
、
故
意
が
必
要
と
さ
れ
る
時
点
に
お
け
る
行
為
者
本
人
の
主
観
的
認
識
に

　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち

従
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
行
為
者
は
A
を
脅
迫
し
よ
う
と
し
た
が
、
宛
先
・
受
取
人
を
書
ぎ
間
違
え
た
た
め
、
脅
迫
行
為
が
客
観
的

　
ヤ
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ち

　
に
は
B
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
行
為
者
が
故
意
を
B
に
特
定
し
て
い
た
と
直
ち
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
客
観
的
に
実
行
行
為
の
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ら
れ
て
い
た
客
体
で
は
な
く
、
主
観
的
に
特
定
し
た
客
体
の
み
に
故
意
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
が
具
体
的
符
合
説
の
出
発
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
な

　
お
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
、
本
文
六
三
、
四
頁
も
参
照
。

（
7
）
　
わ
が
国
で
具
体
的
符
合
説
を
採
る
者
の
う
ち
に
は
．
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
者
が
多
い
。
例
え
ば
、

中
義
勝
『
講
述
犯
罪
総
論
』
（
一
九
八
O
年
）
二
六
三
、
四
頁
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
』
（
新
版
・
一
九
八
一
年
）
四
五
五
頁
以
下
、
中
山
研
一

　
『
刑
法
総
論
』
（
｝
九
八
二
年
V
五
〇
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
前
出
注
（
6
）
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
内
田
は
、
実
行
の
着
手
以
前
に
「
錯
誤
」
が
あ
っ
た

場
合
が
客
体
の
錯
誤
で
あ
り
、
実
行
の
着
手
以
後
に
「
錯
誤
」
が
あ
っ
た
場
合
が
方
法
の
錯
誤
だ
と
す
る
（
内
田
「
『
客
体
の
錯
誤
』
に
つ
い
て
」

　
〔
前
掲
注
6
〕
七
、
八
頁
注
（
2
）
、
同
「
『
方
法
の
錯
誤
』
に
つ
い
て
」
〔
前
掲
注
6
〕
六
三
頁
以
下
）
．
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
錯
誤
」
が
存
在
す
る

　
か
ど
う
か
は
、
客
体
の
特
定
の
基
準
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
解
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
．
故
意
が
必
要
と
さ
れ
る
時
点
に
お
け
る
行
為
者

　
の
認
識
内
容
に
即
し
て
、
客
体
特
定
の
基
準
を
明
ら
か
に
し
な
い
以
上
．
問
題
は
一
向
に
解
決
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
内
田
が
、
教
唆

犯
に
つ
い
て
、
正
犯
の
錯
誤
が
客
体
の
錯
誤
で
あ
っ
て
も
方
法
の
錯
誤
で
あ
っ
て
も
、
教
唆
犯
に
と
っ
て
は
方
法
の
錯
誤
だ
と
す
る
（
内
田
「
『
方

法
の
錯
誤
』
に
つ
い
て
」
〔
前
掲
注
6
〕
六
四
頁
注
（
4
）
、
同
『
刑
法
1
（
総
論
）
』
〔
一
九
七
七
年
〕
三
一
九
頁
以
下
）
点
か
ら
す
る
と
、
本
文
に

　
い
う
第
三
の
基
準
を
採
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
後
出
注
（
16
）
も
参
照
。

（
8
）
　
西
ド
イ
ッ
の
学
説
の
中
で
、
は
っ
き
り
と
こ
の
第
一
の
基
準
を
採
る
の
は
、
O
ぎ
些
霞
鼠
ざ
實
oQ
ヰ
亀
冨
魯
ダ
＞
一
貫
①
ヨ
①
宣
震
目
亀
」
拐
G
。
る
＼

　o。

ど
堕
認
oo
や
9
轟
Φ
犀
垢
勺
ユ
9
葱
貫
N
葭
U
謎
犀
周
①
冨
自
N
且
零
富
昌
目
暮
鴨
零
げ
3
9
§
山
目
暮
①
羅
o
話
ぎ
＝
琶
㌍
O
＞
お
o
。
ρ
¢
一
ミ
朔
（
そ
の

　
論
拠
に
つ
い
て
は
、
後
出
注
27
参
照
）
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
（
甲
一
8
誉
マ
9
翼
一
彗
留
ぼ
。
＆
包
　
は
、
時
限
爆
弾
、
毒
入
り
飲
料
の
よ
う
に

　
「
技
術
的
手
段
」
を
用
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
作
用
し
た
対
象
と
の
関
係
で
は
客
体
の
錯
誤
が
問
題
に
な
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
も
っ
と
も
、

　
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
実
行
正
犯
者
と
「
精
神
的
な
結
び
つ
き
」
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
関
与
者
（
教
唆
者
や
共
同
正
犯
者
）
に
つ
い
て
は
、
正
犯
者
の

　
客
体
の
錯
誤
は
、
関
与
者
に
と
っ
て
方
法
の
錯
誤
に
な
る
と
す
る
（
浮
年
。
＆
撃
び
巴
鼠
鮫
曾
国
。
ヨ
ぎ
魯
鼠
き
5
卜
蛋
鉾
B
＝
亀
興
巨
堕
這
o。
ρ

　
ゆ
一
〇
閑
身
」
ω
第
）
．
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
明
ら
か
で
な
い
．
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（
9
）
　
こ
の
点
で
、
西
田
典
之
「
共
犯
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
』
（
一
九
八
四
年
）
一
〇
四
頁
は
、
正
当
で
あ

　
る
。

（
10
）
　
柏
木
千
秋
「
法
定
的
符
合
説
と
罪
数
」
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
』
（
一
九
八
四
年
）
二
六
四
、
五
頁
、
二
六
八
頁
以
下
、
特

　
に
二
七
二
頁
注
（
1
8
）
、
同
『
刑
法
総
論
』
（
一
九
八
二
年
）
三
一
一
頁
以
下
参
照
。
西
村
『
犯
罪
形
態
論
』
（
前
掲
注
1
）
八
一
頁
以
下
、
九
四
頁

以
下
、
二
一
二
頁
以
下
は
、
単
独
犯
に
つ
い
て
は
具
体
的
符
合
説
の
基
準
を
採
り
、
共
犯
に
つ
い
て
は
法
定
的
符
合
説
の
基
準
を
採
る
。
そ
の
理
由

　
は
、
共
犯
（
と
く
に
教
唆
犯
）
の
場
合
に
は
、
現
に
被
害
が
生
じ
て
お
り
、
「
新
た
な
犯
罪
人
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る

　
（
西
村
『
犯
罪
形
態
論
』
九
五
頁
、
一
二
二
頁
参
照
）
。
荘
子
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
7
〉
も
、
正
犯
と
教
唆
犯
・
蓄
助
犯
の
本
質
的
相
違
を
強
調
し
、

通
常
の
錯
誤
理
論
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
（
四
五
五
、
六
頁
）
．
正
犯
者
が
、
教
唆
者
の
予
想
し
な
い
客
体
に
侵
害
を
加
え
た

　
場
合
を
「
本
質
的
に
重
要
で
な
い
教
唆
の
錯
誤
」
の
場
合
だ
と
す
る
（
四
五
七
頁
注
（
1
）
）
。
し
か
し
、
西
村
と
荘
子
が
、
行
為
者
が
客
体
を
視
覚

　
的
に
特
定
し
て
い
な
い
他
の
場
合
（
例
え
ば
、
間
接
正
犯
や
離
隔
犯
の
場
合
）
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
．
言
う
ま
で
も

　
な
い
こ
と
で
あ
る
が
．
共
犯
の
場
合
と
比
べ
て
、
間
接
正
犯
や
離
隔
犯
の
場
合
の
方
が
、
錯
誤
が
生
ず
る
可
能
性
が
よ
り
少
な
い
と
考
え
る
こ
と
は

　
で
ぎ
な
い
。
と
く
に
．
機
械
的
な
装
置
を
用
い
る
場
合
と
教
唆
の
場
合
と
を
比
較
し
て
、
後
者
の
方
が
狙
っ
た
結
果
を
よ
り
確
実
に
生
じ
さ
せ
る
こ

　
と
が
で
ぎ
る
と
い
う
≦
蓉
a
冒
舘
ダ
9
。
》
塁
菖
出
菖
凝
（
幹
寅
⇒
8
算
浮
ざ
ト
び
富
巳
回
暮
讐
P
寓
⑩
暮
区
o
。
）
」
緯
ρ
堕
o
。
○
一
の
よ
う
な
考
え
方

　
も
あ
り
得
る
。

（
n
）
　
教
唆
犯
・
間
接
正
犯
・
共
同
正
犯
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
異
な
っ
た
基
準
を
用
い
て
、
客
体
の
錯
誤
と
方
法
の
錯
誤
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
見
解

　
に
対
す
る
批
判
は
、
臣
。
ヨ
緩
田
旨
①
巳
翁
ヨ
宰
9
①
切
a
窪
訂
夷
＜
8
＜
。
議
暮
爵
。
鼻
お
募
醇
§
の
9
訂
一
菩
霜
昏
ぎ
呂
①
白
富
宴
巴
聾
地
這
斧
堕

　
お
当
O
に
詳
し
い
。
と
く
に
、
共
犯
の
従
属
性
を
論
拠
に
し
て
異
な
っ
た
取
り
扱
い
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
Q
旨
け
霞
躍
ヨ
ー

　
置
鋼
暮
．
N
β
目
明
巴
一
図
畠
。
出
3
喜
ザ
竃
U
菊
お
関
｝
¢
o
。
お
一
参
照
．
責
任
共
犯
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
。
一
警
α
Z
。
霧
ぎ
＜
。
お
暮
N
仁
且

日
暮
＜
①
膏
旦
9
馨
轟
ご
。
β
国
§
げ
弩
咬
（
一
8
①
）
噛
堕
ω
。
論
ら
由
一
一
。
艮
帥
暮
℃
9
①
浮
α
①
暮
暮
㎎
＜
。
づ
＜
。
吋
婁
N
ぎ
嘗
艮
巨
霞
暮
繋
p
ω
。
9

　
｝
ッ
義
戸
鴇
参
照
。
ち
な
み
に
、
責
任
共
犯
論
を
採
る
の
で
な
い
限
り
、
教
唆
犯
・
耕
助
犯
の
場
合
に
、
共
犯
行
為
（
教
唆
犯
の
場
合
で
あ
れ
ば
、

　
正
犯
者
に
一
定
の
犯
罪
の
実
行
を
決
意
さ
せ
る
こ
と
）
だ
け
で
な
く
、
（
違
法
要
素
で
あ
る
）
正
犯
行
為
お
よ
び
そ
の
結
果
も
、
共
犯
の
故
意
の
対

　
象
に
な
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
高
橋
則
夫
「
共
犯
に
お
け
る
正
犯
行
為
の
構
造
的
地
位
（
一
）
」
早
稲
田

　
大
学
大
学
院
法
研
論
集
三
一
号
〔
一
九
八
四
年
〕
二
二
〇
頁
以
下
参
照
）
。

（
1
2
）
　
と
く
に
、
平
野
「
具
体
的
法
定
符
合
説
に
つ
い
て
」
（
一
九
八
○
年
〉
同
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
上
）
総
論
』
（
｝
九
八
一
年
）
七
四
頁
参
照
．
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そ
の
ほ
か
、
後
出
注
2
8
に
挙
げ
る
文
献
を
見
よ
。

（
B
）
　
な
お
、
浮
窮
ヨ
導
卸
N
q
目
男
毘
寄
串
閃
。
器
乞
（
前
掲
注
n
）
ψ
o
。
8
ご
O
置
5
閃
。
邑
p
日
彗
。
屋
。
蜜
ヰ
g
畠
評
爵
畦
議
。
富
拝
F
》
仁
騨

お
o
。
倉
ψ
曽
μ
圏
メ
西
田
「
共
犯
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
一
〇
三
頁
も
参
照
。
甲
が
．
乙
に
対
し
て
．
A
を
殺
す
よ
う
に
教
唆
し
た
と

　
こ
ろ
、
乙
が
客
体
の
錯
誤
に
よ
り
B
を
殺
害
し
、
さ
ら
に
間
違
い
に
気
づ
い
た
乙
が
A
を
殺
害
し
た
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
．
B
の
殺
害
は
甲
に
と

　
っ
て
は
方
法
の
錯
誤
で
あ
っ
た
と
考
え
な
い
限
り
、
甲
が
複
数
の
殺
人
罪
の
教
唆
の
罪
責
を
負
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
す
る
。

（
1
4
）
　
プ
ッ
ペ
は
、
具
体
的
符
合
説
　
（
”
国
8
5
Φ
募
す
暮
。
Q
・
の
夢
。
＆
①
）
は
日
時
・
場
所
に
よ
る
特
定
を
基
準
に
し
て
い
る
と
す
る
．
　
℃
選
霊
N
霞

　
即
Φ
＜
匿
8
（
前
掲
注
2
）
堕
o
。
タ
蜀

（
正
）
　
℃
唇
冨
N
霞
影
Φ
く
感
8
（
前
掲
注
2
）
ψ
O
や
参
照
。

（
1
6
）
　
こ
の
基
準
を
採
る
の
は
、
西
田
「
共
犯
の
錯
誤
に
つ
い
て
』
（
前
掲
注
9
）
一
〇
二
頁
以
下
、
町
野
朔
「
故
意
論
と
錯
誤
論
」
刑
法
雑
誌
二
六

　
巻
二
号
（
一
九
八
四
年
）
一
七
九
頁
。
内
田
『
刑
法
1
（
総
論
）
』
（
前
掲
注
7
）
三
一
九
頁
以
下
も
、
未
必
的
故
意
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
と

　
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
第
三
の
基
準
を
採
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
中
「
方
法
（
ま
た
は
打
撃
）
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
関
西
大

　
学
法
学
論
集
三
二
巻
六
号
（
一
九
八
三
年
）
一
七
頁
以
下
、
二
三
頁
注
（
1
9
）
は
、
第
二
の
基
準
と
第
三
の
基
準
を
併
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

　
る
。
西
ド
イ
ッ
の
学
説
の
中
で
は
、
国
導
甲
国
蝕
窮
一
魯
魯
零
房
。
犀
ゆ
竃
箒
言
魯
留
の
留
寅
守
8
プ
貫
≧
蒔
①
窮
。
ヨ
段
円
亀
．
ω
●
卜
島
」
零
o
。
旨
¢
謡
ジ

　
総
8
目
一
栖
お
よ
び
国
一
”
器
r
9
品
量
＜
8
警
廷
霞
α
零
切
9
亀
貫
暮
騨
δ
認
’
¢
経
（
A
女
を
殺
害
す
る
た
め
、
A
女
が
一
人
で
利
用
し
て
い

　
る
別
荘
に
放
火
し
た
が
、
A
女
は
救
助
さ
れ
、
た
ま
た
ま
訪
問
中
の
A
女
の
妹
B
女
が
死
亡
し
た
、
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
、
B
女
に
つ
い
て
は
殺

　
意
を
認
め
得
な
い
と
す
る
）
が
こ
の
第
三
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
国
。
窮
9
Φ
彗
魯
国
。
園
誇
郵
＞
げ
零
轟
ぎ
蓉
垢
自
＆

　
Φ
罵
自
汐
。
幕
9
。
．
㍉
＞
お
o
。
一
．
¢
爲
o
。
は
．
視
覚
的
・
聴
覚
的
に
客
体
を
特
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
「
観
念
的
な
同
一
性
の
表
象
」
に
よ
る
客
体

　
の
特
定
を
基
準
と
す
る
ほ
か
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
第
三
の
基
準
を
採
る
．
ま
た
、
魯
鑛
雪
毛
葺
貫
○
ε
爵
鉱
〈
。
q
巳
冨
誘
8
巴
。
N
ξ
Φ
9
目
轟

　
旨
ヨ
O
馨
8
耳
冥
守
簿
畠
の
畠
冒
⑩
彗
麟
目
（
国
遷
叩
）
ス
毎
琶
亀
轟
鴨
づ
号
。
。
ヨ
a
①
ヨ
曾
O
Q
ひ
声
⇒
。
魯
奮
釜
ぎ
嘉
」
拐
合
¢
誌
①
も
、
こ
の
第
三
の
基

　
準
に
よ
る
客
体
の
特
定
を
前
提
と
す
る
。
な
お
、
西
ド
イ
ッ
の
多
数
説
は
、
正
犯
者
の
客
体
の
錯
誤
は
、
教
唆
者
に
と
っ
て
方
法
の
錯
誤
だ
と
す
る

　
が
、
こ
れ
は
、
本
文
に
い
う
第
三
の
基
準
を
前
提
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
閃
。
邑
戸
い
巴
蜜
凝
霞
国
。
奪
目
。
ロ
θ
貰
5
＞
魯
‘
P
＝
亀
霞
巨
槻
」
S
o。

ゆ

　
ゆ
8
国
山
鐸
8
（
文
献
も
、
そ
こ
に
詳
し
い
）
“
oo
。
ぼ
。
＆
貫
卜
巴
冨
蒔
霞
国
。
目
旨
。
暮
鷺
（
前
掲
注
8
）
伽
一
①
閑
身
．
置
笹
（
た
だ
し
、
前
出
注
8
も

　
参
照
）
を
見
よ
。
も
っ
と
も
、
正
犯
者
に
客
体
の
錯
誤
が
あ
っ
た
場
台
に
は
、
未
遂
に
対
す
る
教
唆
犯
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
（
O
唇
一
霞
望
蚕
8
亭

　
要
零
葺
幹
声
守
Φ
魯
ダ
＞
二
。
q
聾
。
冒
⑦
吋
弓
①
協
朗
9
＞
魯
一
〇
〇
。
一
．
¢
一
8
切
身
』
o。
刈
“
卑
喜
留
霧
8
冒
ω
図
警
豊
魯
ぎ
げ
霞
区
。
B
幕
昌
葺
『
．
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浮
＆
一
．
≧
凝
。
ヨ
Φ
営
霞
弓
巴
一
り
吟
＞
β
弁
お
o
。
倉
勾
α
P
8
〈
自
⑰
N
①
）
。
教
唆
と
錯
誤
に
関
す
る
西
ド
イ
ッ
の
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
．
斉
藤

誠
二
『
刑
法
講
義
各
論
1
』
（
新
訂
版
・
一
九
七
九
年
）
七
〇
頁
以
下
、
西
村
秀
二
・
警
察
研
究
五
四
巻
六
号
（
一
九
八
三
年
）
六
〇
－
一
頁
も
参

照
。
な
お
．
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
重
罪
に
関
す
る
限
り
、
教
唆
の
未
遂
も
可
罰
的
で
あ
る
こ
と
（
ド
イ
ッ
刑
法
三
〇
条
一
項
）
に
注
意
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
の
点
に
関
し
て
．
と
く
に
、
ピ
9
品
β
＜
。
窃
9
噛
曾
留
『
ω
9
亀
蒔
9
槻
〔
前
掲
注
1
6
〕
¢
8
国
島
P
5
①
を
見
よ
）
。
ち
な

　
み
に
、
教
唆
犯
・
間
接
正
犯
・
共
同
正
犯
を
通
じ
て
、
直
接
行
為
者
の
客
体
の
錯
誤
も
、
方
法
の
錯
誤
も
、
意
識
的
な
客
体
の
変
更
（
前
出
二
注

　
（
1
0
）
参
照
）
も
、
背
後
者
に
と
っ
て
は
方
法
の
錯
誤
と
な
る
こ
と
を
詳
細
か
つ
説
得
的
に
理
由
づ
け
る
の
は
、
国
旨
窪
蓋
ヨ
》
冒
。
b
a
窪
ε
夷
く
8

＜
。
窃
暮
築
。
爵
お
甚
一
。
葺
昌
讐
づ
（
前
掲
注
1
1
）
ω
。
お
－
挙
で
あ
る
。

（
17
）
　
こ
の
点
で
、
ギ
一
9
惹
貫
N
ξ
9
跨
冨
冨
冒
（
前
掲
注
8
）
ω
。
一
〇
。
O
は
正
当
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
閏
。
匿
ぎ
茜
｝
＞
σ
①
冥
暮
一
〇
一
。
葺
・
q
民
Φ
躍
曾
言
0
9
8
8
（
前
掲
注
1
6
）
ψ
“
認
ご
ギ
一
9
且
貫
N
霞
9
玲
『
8
導
N
（
前
掲
注
8
）
堕
一
一
⑩

　
参
照
．
こ
の
事
例
に
つ
ぎ
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
（
閃
o
罵
9
Φ
鼠
9
国
Φ
茜
訂
茜
）
は
方
法
の
錯
誤
だ
と
す
る
（
＝
霞
昌
Φ
眞
｝
＞
げ
①
罵
暮
ざ
§
臣
ロ
区
。
罵
自

　
ぎ
。
慧
8
8
〔
前
掲
注
16
〕
¢
亀
ω
）
が
、
プ
リ
ッ
ト
ヴ
ィ
ッ
ツ
（
O
。
導
象
屋
ギ
§
註
邑
は
、
客
体
の
錯
誤
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
（
牢
§
＆
貫

　
N
琴
U
富
ζ
8
導
N
〔
前
掲
注
8
〕
¢
一
ω
○
）
。
中
「
方
法
（
ま
た
は
打
撃
）
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
1
6
）
一
九
、
二
〇
頁
は
、
B
と
の
関
係
で

　
は
方
法
の
錯
誤
で
あ
り
、
未
必
の
故
意
が
肯
定
さ
れ
な
い
限
り
、
故
意
既
遂
犯
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

（
1
9
）
　
同
様
の
事
例
に
つ
い
て
、
西
ド
イ
ッ
の
学
説
の
う
ち
で
、
客
体
の
錯
誤
に
な
る
と
す
る
も
の
に
，
零
蓉
註
貫
N
弩
U
一
玲
3
冨
自
（
前
掲
注
8
）

　
の
，
一
お
が
あ
る
。
B
を
視
覚
的
ま
た
は
聴
覚
的
に
認
識
し
て
い
な
い
限
り
方
法
の
錆
誤
と
な
る
と
す
る
の
は
、
出
震
暮
①
韻
一
》
げ
R
轟
菖
。
一
9
毎
β
包

　
①
瑛
窪
汐
。
三
①
9
。
（
前
掲
注
1
6
）
¢
ミ
ω
・
同
様
に
、
B
に
対
し
て
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
（
B
が
部
屋
を
取
り
換
え
た
こ
と
が
予
見
で
き
な
か
っ

　
た
場
合
に
は
、
過
失
犯
も
認
め
ら
れ
な
い
）
と
す
る
の
は
、
ミ
。
一
ひ
9
0
三
Φ
蓉
貯
。
q
＆
冨
誘
。
β
巴
①
N
霞
①
昌
目
鑛
（
前
掲
注
1
6
）
¢
一
ト
。
①
一
で
あ

　
る
。
中
「
方
法
（
ま
た
は
打
撃
）
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
1
6
）
］
九
頁
は
、
そ
の
部
屋
に
泊
っ
て
い
る
人
を
毒
殺
し
よ
う
と
し
て
毒
殺
し
た

　
以
上
、
客
体
の
錯
誤
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
。

（
2
0
）
　
こ
の
点
で
、
国
鶏
号
Φ
韻
・
＞
び
霞
声
ぎ
ざ
9
・
目
＆
①
霞
自
冒
〇
三
8
8
（
前
掲
注
1
6
）
ω
・
ミ
ω
は
正
当
で
あ
る
．

（
飯
）
　
『
日
頓
窪
ω
鶏
目
導
づ
＼
O
目
爵
零
＞
冨
ミ
q
ま
魯
≦
害
負
の
ヰ
亀
冨
。
騨
段
巴
一
⑦
q
民
ま
警
ロ
讐
P
9
＞
q
中
一
Q
o
。
一
噛
堕
定
ω
h
な
お
、
西
田
「
共
犯

　
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
一
〇
七
頁
注
（
5
）
参
照
。

（
2
2
）
　
大
谷
「
事
実
の
錯
誤
と
故
意
の
個
数
」
（
前
掲
注
2
）
三
五
頁
参
照
。
大
塚
『
犯
罪
論
の
基
本
問
題
』
（
前
掲
注
2
）
二
四
三
、
四
頁
も
見
よ
。

　
大
審
院
の
大
正
九
年
三
月
一
六
日
判
決
（
刑
録
二
六
輯
一
八
五
頁
）
は
、
甲
が
乙
に
対
し
X
方
に
侵
入
し
て
所
持
金
を
窃
取
す
る
よ
う
に
教
唆
し
た
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と
こ
ろ
、
乙
は
指
定
に
反
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
X
の
隣
家
Y
方
に
侵
入
し
て
Y
の
衣
類
を
窃
取
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
甲
の
所
為
に
つ

　
い
て
窃
盗
既
遂
の
教
唆
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

　
　
そ
の
ほ
か
．
数
人
が
A
を
殺
害
す
る
こ
と
を
共
謀
し
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
共
謀
者
の
一
人
が
B
を
A
と
誤
認
し
て
こ
れ
を
負
傷
さ
せ

　
た
事
案
に
つ
い
て
、
実
行
者
以
外
の
共
謀
者
に
も
殺
人
未
遂
罪
の
共
同
正
犯
の
罪
責
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
大
審
院
昭
和
六
年
七
月
八
日
判
決

　
（
刑
集
一
〇
巻
三
一
二
頁
）
が
あ
る
。
具
体
的
符
合
説
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
判
決
に
対
し
て
も
反
対
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

甲
が
乙
に
対
し
て
A
家
屋
に
放
火
す
べ
き
こ
と
を
教
唆
し
た
と
こ
ろ
、
乙
は
B
家
屋
に
放
火
し
て
接
続
す
る
A
家
屋
に
も
延
焼
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、

　
A
家
屋
ま
で
焼
綴
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
甲
に
放
火
既
遂
罪
の
教
唆
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
大
審
院
判
決
が
あ
る
（
大
判

昭
和
九
年
一
二
月
一
八
日
刑
集
一
三
巻
一
七
四
七
頁
）
．
た
だ
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
（
前
出
二
2
参
照
）
、
具
体
的
符
合
説
に
よ
っ
て
も
、
放
火
罪

　
に
つ
い
て
は
、
客
体
の
特
定
は
法
的
に
重
要
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
．

（
2
3
）
　
平
野
『
刑
法
総
論
H
』
（
一
九
七
五
年
）
三
八
七
頁
以
下
（
も
っ
と
も
、
平
野
『
刑
法
概
説
』
〔
一
九
七
七
年
〕
二
一
九
頁
も
見
よ
）
、
内
田
『
刑

法
1
（
総
論
）
』
（
前
掲
注
1
6
）
三
一
〇
頁
、
中
『
講
述
犯
罪
総
論
』
（
前
掲
注
7
）
二
六
三
頁
、
西
田
「
共
犯
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
一

〇
三
頁
。
西
ド
イ
ッ
の
学
説
の
中
で
は
、
例
え
ば
、
切
①
唐
目
導
P
N
仁
ヨ
閃
巴
一
閑
8
①
出
。
鋸
包
（
前
掲
注
1
1
）
ψ
o
。
8
旧
自
己
雪
蚕
ヨ
算
9
Φ
切
Φ
号
『

ε
凝
く
窪
＜
o
審
彗
爵
目
5
豊
・
貯
臣
鑛
畢
（
前
掲
注
11
）
の
ひ
9

（
泌
）
　
こ
の
点
で
、
町
野
「
故
意
論
と
錯
誤
論
」
（
前
掲
注
1
6
）
一
七
九
頁
は
、
正
当
で
あ
る
。

（
2
5
）
　
＝
巳
窪
蚕
言
う
冒
Φ
ω
a
窪
言
夷
く
8
＜
。
議
暮
築
。
爵
お
募
凶
。
鐸
夷
8
（
前
掲
注
1
1
）
¢
紹
も
、
こ
の
場
合
、
疑
い
な
く
方
法
の
錯
誤
だ
と
す

　
る
。

（
2
6
）
　
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
例
え
ば
、
A
と
B
が
並
ん
で
立
っ
て
い
て
、
甲
が
右
に
立
っ
て
い
る
A
を
B
と
い
う
名
だ
と
思
っ
て
「
B
を
殺
せ
」
と

　
乙
に
命
じ
た
と
こ
ろ
、
乙
が
．
命
じ
ら
れ
た
通
り
に
、
左
に
立
っ
て
い
た
B
を
狙
っ
て
発
砲
し
た
が
、
弾
丸
が
外
れ
て
A
に
当
た
っ
た
と
き
、
教
唆

　
者
の
表
示
内
容
を
基
準
に
す
れ
ば
、
甲
に
は
A
に
対
す
る
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ち
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
セ

（
27
）
　
例
え
ば
、
ノ
ア
ッ
ク
（
勾
。
鼠
民
Z
8
爵
）
は
、
行
為
の
目
標
を
一
定
の
客
体
に
有
効
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
客
観
的
に
も
明
ら
か

　
な
限
り
に
お
い
て
、
客
体
の
特
定
を
認
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
（
Z
。
8
ぎ
＜
。
冨
暮
N
β
＆
弓
暮
く
包
鐘
唐
前
掲
注
11
〕
ψ
一
①
“
8
ヌ
臨
）
。
従

　
っ
て
、
「
落
と
し
穴
に
落
ち
た
人
」
「
そ
の
部
屋
に
い
て
毒
入
り
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
ん
だ
人
」
に
対
し
て
故
意
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
教
唆

　
者
と
正
犯
者
の
問
で
一
致
し
て
客
体
を
充
分
に
特
定
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
教
唆
者
の
故
意
の
対
象
が
特
定
さ
れ
、
教
唆
者
の
表
示
の
内
容
が
一

　
義
的
で
な
い
場
合
に
は
、
表
示
に
相
応
し
た
客
体
を
正
犯
者
が
侵
害
す
れ
ば
、
教
唆
者
の
故
意
は
阻
却
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
ゲ
ッ
セ
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ル
（
閃
豊
＝
9
冒
象
器
ε
も
、
教
唆
の
場
合
に
お
い
て
、
正
犯
者
に
客
体
の
選
択
が
委
ね
ら
れ
な
い
よ
う
な
形
で
教
唆
者
が
客
体
を
充
分
に
個
別

化
し
て
い
た
と
ぎ
に
限
っ
て
、
正
犯
者
の
客
体
の
錯
誤
が
教
唆
者
に
と
っ
て
方
法
の
錯
誤
に
な
る
と
い
う
（
竃
き
声
魯
＼
Ω
盆
。
。
巴
＼
曽
冨
，
幹
寅
守
8
客

≧
蒔
。
目
。
ぎ
霞
円
①
戸
円
亀
げ
導
山
ρ
9
＞
島
お
o。
倉
9
≧
o
。
、
ω
，
舘
O
）
。
ほ
ぽ
同
様
に
、
魯
貯
o
葺
幹
蚕
守
8
暮
（
前
掲
注
8
）
い
〇
一
＼
翫
｝
¢
田
艀

題
＞
0
9
の
器
○
。
唄
認
鳶
P
ψ
㎝
罐
は
、
共
同
正
犯
お
よ
び
教
唆
犯
（
そ
し
て
間
接
正
犯
）
の
場
合
は
、
実
行
者
が
合
意
の
内
容
ま
た
は
教
唆
の
内

容
に
即
し
た
行
為
を
す
る
よ
う
に
充
分
に
努
力
す
れ
ば
そ
の
客
体
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
の
み
、
背
後
者
に
結
果
は
帰
責
さ

れ
な
い
と
す
る
。

　
バ
ッ
ク
マ
ン
（
い
8
喜
鶏
α
浮
良
ヨ
騨
目
）
も
、
教
唆
犯
・
間
接
正
犯
の
場
合
に
は
、
因
果
経
過
の
方
向
づ
け
が
充
分
で
な
く
直
接
的
で
な
い
の
で
、

直
接
行
為
者
の
客
体
の
錯
誤
は
、
教
唆
者
・
背
後
者
の
故
意
を
阻
却
し
な
い
と
し
（
望
鼻
ヨ
彗
戸
U
一
。
男
Φ
。
年
段
・
㎡
曾
α
霞
筈
。
轟
暮
一
。
§
毎
旨
の

お
謡
，
ψ
＝
O
隔
。
な
お
、
α
鶏
F
O
冨
包
萄
一
一
①
旨
言
・
ぼ
鋒
お
9
葺
昌
8
冒
詳
目
戸
き
ω
お
認
矯
ω
、
G
。
ミ
も
参
照
）
．
と
く
に
教
唆
の
場
合
に
つ
い
て

は
、
実
行
行
為
者
が
指
定
さ
れ
た
客
体
を
最
終
的
に
は
そ
れ
と
選
択
・
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
余
地
が
残
る
限
り
、
実
行
行
為
者
の
客
体
の
錯

誤
は
、
結
果
に
対
す
る
教
唆
者
の
故
意
を
阻
却
し
な
い
と
し
て
い
た
（
国
①
汐
N
冒
自
①
7
9
9
ミ
浮
爵
簿
彗
P
U
霞
質
畏
菖
零
冨
周
巴
一
ー
幹
声
ヰ
8
拝

旨
o
o
お
芦
¢
合
①
）
。
さ
ら
に
，
プ
リ
ッ
ト
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
、
行
為
者
が
客
体
を
五
官
の
作
用
で
知
覚
し
て
い
た
場
合
は
、
そ
の
客
体
以
外
の
別
個

の
客
体
に
結
果
が
生
じ
た
と
き
に
は
故
意
既
遂
犯
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
客
体
を
知
覚
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
（
と
く
に
、
間
接
正
犯
・

教
唆
犯
な
ど
）
に
は
、
結
果
が
生
じ
た
客
体
に
つ
い
て
故
意
既
遂
犯
を
認
め
得
る
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
行
為
者
が
客
体
を
直
接
に
知
覚
し
て
侵

害
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
客
体
に
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
に
充
分
コ
ン
ト
・
ー
ル
で
き
、
逆
に
一
て
の
客
体
以
外
の
客
体
に
結
果
が

生
じ
る
危
険
性
は
明
ら
か
に
低
い
の
に
対
し
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
因
果
過
程
を
充
分
統
制
で
き
ず
、
従
っ
て
、
行
為
者
が
頭
の
中
で
特
定

し
た
客
体
以
外
に
結
果
を
生
ず
る
危
険
性
も
高
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
（
零
蓉
＆
貫
N
弩
9
鴇
冨
b
導
N
〔
前
掲
注
8
〕
¢
一
ミ
節
）
。

　
な
お
、
ブ
ラ
イ
（
頃
興
ヨ
き
μ
匹
亀
は
、
例
え
ば
、
毒
入
り
の
酒
を
送
り
つ
け
た
り
、
時
限
爆
弾
を
用
い
て
殺
害
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
事
例
に

つ
い
て
、
い
ず
れ
か
の
構
成
要
件
的
に
同
種
の
客
体
に
結
果
が
生
ず
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
以
上
、
通
常
の
方
法
の
錯
誤
の
事
例
の
よ
う
に
（
意
図

し
な
い
）
結
果
の
発
生
が
偶
然
で
あ
る
事
例
と
異
な
っ
て
、
故
意
の
既
遂
を
認
め
得
る
と
す
る
（
国
無
卑
寅
守
8
算
鮮
≧
蒔
①
幕
日
零
目
亀
噂
5

＞
ロ
中
一
〇
胡
噛
¢
一
お
h
同
旨
、
Q
鐸
ヨ
霞
首
”
の
9
自
冨
あ
畠
畿
9
聾
雷
凝
①
皿
9
昌
暮
ぴ
国
o
ヨ
日
。
暮
貨
卜
〇
一
，
＞
島
。
這
o
。
卜
o
一
鋤
富
閃
q
戸
器
）
。
こ

の
見
解
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
℃
唇
審
N
弩
図
Φ
＜
芭
9
（
前
掲
注
2
）
の
，
㎝
男
β
穿
コ
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2
　
故
意
の
「
個
数
」
に
つ
い
て

　
ω
　
法
定
的
符
合
説
を
排
し
て
具
体
的
符
合
説
を
支
持
す
る
一
つ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
故
意
に
も
「
個
数
」
が
あ
り
、
法
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
圏
）

的
符
合
説
に
立
つ
限
り
、
こ
の
故
意
の
「
個
数
」
の
問
題
を
適
切
に
解
決
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
法
定
的
符
合
説

に
よ
る
と
き
、
行
為
者
の
予
想
を
越
え
る
数
の
客
体
に
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
、
行
為
者
が
現
に
持
っ
て
い
た
以
上
の
「
個
数
」
の
故
意

の
成
立
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
、
行
為
者
の
認
識
に
応
じ
て
、
成
立
す
る
故
意
犯
の
数
を
限
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
ど
の
客
体

に
つ
い
て
故
意
犯
の
成
立
を
認
め
る
の
か
を
決
め
る
基
準
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
法
定
的
符
合
説
に
立
ち
な
が
ら
、
行
為
者
の
認
識
に
応
じ
て
成
立
す
る
故
意
犯
の
数
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
対
す
る
批
判
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

た
し
か
に
鋭
い
も
の
が
あ
る
。
法
定
的
符
合
説
の
出
発
点
は
、
客
体
の
具
体
的
特
定
性
を
度
外
視
し
て
、
「
お
よ
そ
そ
の
種
の
客
体
」
を

侵
害
し
よ
う
と
し
て
「
お
よ
そ
そ
の
種
の
客
体
」
を
侵
害
す
れ
ば
符
合
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
相
当
因
果
関
係
の
範

囲
内
で
侵
害
さ
れ
た
（
ま
た
は
、
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
っ
た
）
複
数
の
「
そ
の
種
の
客
体
」
の
中
で
、
ど
れ
か
に
故
意
の
対
象
を
限
定
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

う
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
の
理
論
的
な
基
準
を
提
示
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
．
も
っ
と
も
、
A
を
殺
そ
う
と
し
て
発
砲
し
て
、

A
の
ほ
か
に
B
を
も
殺
し
た
よ
う
な
場
合
に
も
、
犯
罪
を
特
定
の
客
体
に
関
係
づ
け
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
例
え
ば
、
お
よ
そ
一
個
の
殺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

人
既
遂
罪
と
一
個
の
過
失
致
死
罪
と
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
A
に
対
す
る
殺
人
罪
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈴
）

B
に
対
す
る
殺
人
罪
と
い
う
よ
う
に
、
犯
罪
の
被
害
者
を
特
定
し
て
お
か
な
い
限
り
、
実
務
上
は
困
難
を
生
ず
る
と
言
わ
れ
、
法
定
的
符

合
説
も
こ
の
よ
う
な
「
実
務
上
の
要
請
」
を
認
め
る
こ
と
か
ら
、
犯
罪
成
立
の
場
面
で
故
意
の
「
個
数
」
に
応
じ
て
客
体
を
限
定
す
る
た

め
の
一
定
の
基
準
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
故
意
の
「
個
数
」
を
考
慮
す
る
法
定
的
符
合
説
の
多
く
は
、
行
為
者
の
故
意
に
相
応
す
る
「
そ
の
種
の
結
果
」
が
現
実
に
生
じ
た
場
合

に
は
、
結
果
が
生
じ
た
客
体
に
限
定
し
て
故
意
を
認
め
、
故
意
に
相
応
す
る
結
果
が
複
数
生
じ
た
場
合
、
ま
た
は
逆
に
全
く
発
生
し
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
）

っ
た
場
合
に
は
、
も
と
も
と
本
来
行
為
者
が
意
図
し
た
客
体
に
限
定
し
て
故
意
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
．
し
か
し
、
と
り
わ
け
、
故
意
に
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相
応
す
る
結
果
が
複
数
生
じ
た
場
合
に
、
行
為
者
の
認
識
を
基
準
に
す
る
こ
と
が
．
法
定
的
符
合
説
の
前
提
と
矛
盾
し
な
い
の
か
ど
う
か

が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
．
な
ぜ
、
こ
の
場
合
だ
け
、
行
為
者
自
身
に
よ
る
客
体
の
具
体
的
な
特
定
が
法
的
意
味
を
も
つ
の
か
が
明
ら
か
で

な
い
の
で
あ
る
．
さ
ら
に
、
「
個
数
」
に
応
じ
た
客
体
特
定
の
基
準
を
持
た
な
い
と
い
う
法
定
的
符
合
説
の
欠
陥
は
、
殺
意
を
も
っ
て
A

に
対
し
発
射
さ
れ
た
弾
丸
が
、
意
図
し
な
い
B
、
C
に
命
中
し
て
両
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
「
講
壇
事
例
」
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
し

　
　
　
　
（
衡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

た
も
の
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
が
早
く
死
ん
だ
か
と
い
う
よ
う
な
便
宜
的
な
「
基
準
」
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ

　
も
っ
と
も
、
右
の
よ
う
な
予
定
外
事
実
の
併
発
の
場
合
に
、
理
論
的
に
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
客
体
と
の
関
係
で
の
み
故
意
を
認
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
法
定
的
符
合
説
の
主
張
な
の
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
主
張
だ
と
す
れ
ぽ
、
A

を
狙
っ
て
発
砲
し
た
と
こ
ろ
、
弾
丸
が
予
想
外
の
B
に
当
た
っ
て
B
を
死
亡
さ
せ
、
さ
ら
に
A
も
傷
つ
い
た
ら
し
い
が
逃
げ
て
い
て
死
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）

だ
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
よ
り
A
が
死
亡
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
ほ
か
は
な
く
、

B
に
は
過
失
致
死
罪
し
か
認
め
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
法
定
的
符
合
説
の
趣
旨
に
副
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
故
意
の
「
個
数
」
を
考
慮
す
る
法
定
的
符
合
説
の
真
意
を
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
務
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

A
に
対
す
る
殺
人
罪
、
B
に
対
す
る
殺
人
罪
と
い
う
よ
う
に
、
犯
罪
の
客
体
を
便
宜
的
に
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
．
一
応

の
基
準
を
提
示
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
A
を
狙
っ
て
、
意
図
せ
ず
に
B
、
C
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
よ
う
な
事

例
で
も
、
検
察
官
が
B
に
対
す
る
殺
人
既
遂
罪
と
し
て
起
訴
し
た
と
し
て
も
、
ま
た
は
C
に
対
す
る
殺
人
既
遂
罪
と
し
て
起
訴
し
た
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

て
も
、
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
犯
罪
の
成
立
を
認
め
得
る
が
、
両
方
一
緒
に
観
念
的
競
合
と
し
て
起
訴
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
理
論
的
に
は
、
全
体
と
し
て
見
て
、
一
人
の
人
を
殺
そ
う
と
し
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
と
ぎ
、
ど
の
客
体
に
生

じ
た
結
果
と
の
関
係
で
も
故
意
犯
の
成
立
を
認
め
得
る
の
で
あ
り
．
そ
れ
が
A
に
対
す
る
も
の
か
B
に
対
す
る
も
の
か
は
重
要
で
は
な
い

が
、
実
際
的
に
は
ー
ど
の
よ
う
な
便
宜
的
な
基
準
に
ょ
る
に
せ
よ
、
と
に
か
く
i
A
な
り
B
な
り
に
対
象
を
限
定
し
て
一
個
の
故
意
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（
3
9
）

犯
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
後
に
詳
し
く
展
開
す
る
よ
う
な
本
稿
の
見
解
に
接
近
す
る
こ
と

に
な
る
。

　
㈲
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
他
の
色
々
な
事
例
を
想
定
し
て
み
る
と
、
犯
罪
成
立
の
場
面
で
故
意
の
「
個
数
」
を
考
慮
す
る
限
り
、
行
為
者

の
表
象
に
応
じ
て
客
体
を
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
．
し
か
も
、
そ
れ
は
、
具
体
的
符
合
説

に
立
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
よ
う
に
解
決
で
き
な
い
事
例
な
の
で
あ
る
．
要
す
る
に
、
犯
罪
成
立
の
場
面
で
故
意
の
「
個
数
」
を
考
慮
す

る
と
、
法
定
的
符
合
説
に
立
っ
て
も
、
具
体
的
符
合
説
に
立
っ
て
も
、
著
し
い
困
難
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
故
意
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
如
）

「
個
数
」
の
問
題
は
、
論
争
の
帰
趨
を
決
定
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
　
・
　
…
　
、
　
、
　
・
　
・
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
問
題
と
な
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
行
為
者
が
客
体
を
特
定
せ
ず
、
客
体
の
数
だ
け
特
定
し
た
場
合
で
あ
る
．
例
え
ば
、
誰
か
（
一
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
ヤ

い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
部
屋
の
外
か
ら
中
へ
と
発
砲
し
た
が
、
中
で
数
人
が
怪
我
を
し
た
と
い
う
事
例
や
、
択
一
的
故
意
で
、
目
の
前

に
立
っ
て
い
る
A
と
B
の
ど
ち
ら
か
に
は
当
た
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
発
砲
し
た
と
こ
ろ
、
ど
ち
ら
に
も
当
た
ら
な
か
っ
た
（
ま
た
は
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姐
）

方
に
当
た
っ
た
）
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
部
屋
に
い
る
人
が
何
人
死
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
概
括
的
故
意
で
、
小
型
爆

弾
を
投
げ
つ
け
た
と
こ
ろ
、
十
数
人
が
死
ん
だ
が
、
行
為
者
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
が
死
ぬ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ

う
な
場
合
に
も
（
た
だ
し
、
爆
発
物
取
締
罰
則
一
条
の
罪
と
の
関
係
は
別
論
と
す
る
）
、
故
意
の
「
個
数
」
を
考
慮
す
れ
ば
、
故
意
犯
の
成
立
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

限
定
が
必
要
に
な
る
は
ず
な
の
で
あ
る
．
そ
し
て
、
第
二
に
、
行
為
者
と
し
て
は
、
客
体
を
特
定
し
、
数
を
も
特
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
事
後
的
に
は
そ
れ
で
も
客
体
を
特
定
し
得
な
い
こ
と
が
あ
る
．
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
客
体
の
錯
誤
の
事
例
に
お
い
て
、
行
為
者
の
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

想
以
上
の
数
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
で
あ
る
．
例
え
ば
、
甲
が
、
ま
が
り
角
を
ま
が
っ
て
く
る
一
人
の
人
に
石
を
ぶ
つ
け
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
、
ア
ベ
ッ
ク
A
、
B
が
来
て
両
方
が
怪
我
を
し
た
と
い
う
事
例
、
甲
が
そ
の
部
屋
の
中
に
X
が
い
る
こ
と
を
認
め
て
施
錠
し
監
禁
し

た
が
、
実
は
中
に
は
X
で
は
な
く
A
、
B
の
二
人
が
い
て
自
由
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
事
例
、
学
生
運
動
家
の
甲
が
、
仲
間
わ
れ
し
た
X
、

Y
の
二
人
が
そ
の
部
屋
に
い
る
こ
と
を
聞
い
て
小
型
爆
弾
を
投
げ
込
ん
だ
が
、
そ
の
部
屋
に
は
A
、
B
．
C
の
三
人
が
い
て
死
亡
し
た
と
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い
う
事
例
、
甲
が
、
ト
イ
レ
の
五
つ
の
個
室
の
う
ち
の
一
つ
だ
け
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
催
涙
ガ
ス
弾
を
投
げ
込
ん
だ
と
こ
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
製
）

二
人
が
使
用
し
て
お
り
、
ガ
ス
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
，
具
体
的
符
合
説
の
基
準
に
よ
っ
て
も
、

故
意
犯
の
成
立
す
る
数
を
行
為
者
の
表
象
し
た
客
体
の
数
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
そ
れ
は
、
一
つ
の
暗
黙
の
前
提
条
件
が
充
足

さ
れ
な
け
れ
ば
、
具
体
的
符
合
説
の
基
準
は
役
に
立
た
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
具
体
的
符
合
説
の
基
準
を
適
用
す
る
た
め
に

は
、
行
為
者
が
「
そ
こ
に
あ
る
」
と
思
っ
た
客
体
が
、
そ
こ
に
　
　
認
識
し
た
通
り
の
態
様
・
個
数
で
ー
現
実
に
も
存
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
講
壇
事
例
」
を
積
み
重
ね
る
限
り
は
、
故
意
の
「
個
数
」
の
問
題
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
優
位
を
誇
る
具
体
的
符

合
説
に
も
解
決
の
困
難
な
場
合
は
決
し
て
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
し
か
も
、
こ
の
種
の
事
例
は
、
決
し
て
単
な
る
「
講
壇
事

例
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
．
ひ
き
逃
げ
事
件
に
関
す
る
、
昭
和
三
七
年
九
月
二
四
臼
の
新
潟
地
裁
長
岡
支
部
判
決
の
事

案
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
．
被
告
人
甲
は
、
運
転
し
て
い
た
自
動
車
を
母
親
A
と
そ
の
子
B
（
当
時
生
後
一
〇
月
）
に
衝
突
さ
せ

た
．
甲
は
、
A
お
よ
び
B
を
自
動
車
の
前
部
下
方
に
ひ
っ
掛
け
た
ま
ま
の
状
態
で
、
一
個
の
客
体
に
対
す
る
未
必
的
殺
意
を
も
っ
て
、
自

動
車
を
走
ら
せ
逃
走
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
A
お
よ
び
B
を
死
亡
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
判
決
は
、
こ
れ
を
「
客
体
の
数
に
関
す

る
錯
誤
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
だ
と
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
錯
誤
は
犯
意
を
阻
却
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
二
つ
の
殺
人
罪
の
成

立
を
認
め
た
が
、
量
刑
の
理
由
に
お
い
て
は
、
一
個
の
客
体
に
対
し
て
し
か
犯
意
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
と
く
に
考
慮
し
た
の
で
あ

（
菊
）る

。
た
し
か
に
、
本
事
案
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
女
性
の
う
め
き
声
な
ど
を
聞
い
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
母
親
A
に
の
み
客
体
を
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

定
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
A
と
の
関
係
で
の
み
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
れ
ば
足
り
る
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
車
体
の
下
に
ひ
っ
掛
か
っ
て
い
る
の
が
「
人
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
み
が
法
的
に
は
決
定
的
で
あ
っ
て
、
　
「
女
性
で
あ
る
こ

と
」
　
「
大
人
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
客
体
の
属
性
は
構
成
要
件
的
に
重
要
で
な
い
は
ず
で
あ
る
．
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
行
為
者
の
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

し
た
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
客
体
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
な
類
似
の
事
案
を
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
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も
ち
ろ
ん
．
そ
の
種
の
、
い
ず
れ
に
し
て
も
稀
に
し
か
生
じ
得
な
い
特
殊
の
事
例
群
を
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
基
本
的
な
考

え
方
自
体
を
放
棄
す
る
に
は
及
ば
な
い
、
と
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
法
学
説
は
、
想
定
し
た
事
例
の
う
ち
の
九
割
を
う
ま
く
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蟹
）

決
で
き
れ
ば
充
分
だ
と
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
想
定
し
得
る
限
り
の
事
例
を
念
頭
に
お
い

て
．
そ
れ
ら
を
矛
盾
な
く
解
決
す
る
た
め
の
理
論
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な
前
提
自
体
を
受

け
入
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
28
）
　
と
く
に
、
平
野
「
方
法
の
錯
誤
』
（
一
九
六
〇
年
）
同
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
上
）
』
（
前
掲
注
12
）
六
七
頁
以
下
．
同
「
刑
法
の
基
礎
⑩
」
（
前

掲
注
1
）
二
五
頁
、
同
『
刑
法
総
論
1
』
（
前
掲
注
1
）
一
七
六
頁
、
同
「
具
体
的
法
定
符
合
説
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
12
）
七
〇
頁
以
下
、
木
村
栄

作
「
殺
人
被
害
者
を
貫
通
し
た
銃
弾
が
通
行
人
に
命
中
し
た
事
例
』
研
修
二
七
四
号
（
一
九
七
一
年
）
七
二
頁
以
下
、
前
田
雅
英
「
事
実
の
錯
誤
に

　
関
す
る
諸
学
説
の
差
異
」
西
原
春
夫
・
藤
木
英
雄
・
森
下
忠
編
『
刑
法
学
2
』
（
一
九
七
八
年
）
二
一
六
頁
、
斉
藤
『
刑
法
講
義
各
論
1
』
（
前
掲
注
16
）

　
六
六
頁
、
六
七
．
八
頁
、
四
三
七
頁
、
四
三
九
頁
、
町
野
「
法
定
的
符
合
説
（
1
）
ー
故
意
の
個
数
」
平
野
龍
一
・
松
尾
浩
也
編
『
刑
法
判
例
百

　
選
－
総
論
（
第
二
版
ご
（
一
九
八
四
年
）
一
〇
九
頁
以
下
、
柏
木
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
10
）
二
一
七
頁
以
下
、
同
「
法
定
的
符
合
説
と
罪
数
』

　
（
前
掲
注
10
）
二
三
五
頁
以
下
、
西
田
「
共
犯
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
九
七
頁
、
一
〇
三
頁
な
ど
。
故
意
が
あ
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、

侵
害
さ
れ
る
客
体
の
個
数
を
具
体
的
に
特
定
し
て
い
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
は
争
い
が
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
不
確
定
故
意
と
し
て
の
概

　
括
的
故
意
の
場
合
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
，
故
意
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
結
果
発
生
に
つ
い
て
の
認
識
が
不
確
定
な
も
の
で
あ

　
っ
て
も
構
わ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
と
く
に
．
多
数
の
客
体
に
被
害
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
客
体
の
数
の
正
確
な
表
象
を
要
求
す
る
こ
と
は
で

　
き
な
い
こ
と
か
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
概
括
的
故
意
の
場
合
に
も
、
客
体
の
範
囲
に
つ
い
て
漠
然
と
し
た
特
定
は
な
さ
れ
て
い
る
は

　
ず
な
の
で
あ
っ
て
（
例
え
ば
．
西
村
『
犯
罪
論
講
話
』
〔
増
補
版
・
一
九
八
一
年
〕
一
〇
五
頁
参
照
）
、
そ
の
範
囲
を
越
え
て
ま
で
．
概
括
的
故
意
を
認

　
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
．
故
意
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
客
体
の
特
定
が
概
括
的
で
あ
っ
て
も
よ
い
か
ら
と
い
っ

　
て
．
行
為
者
が
客
体
の
個
数
を
積
極
的
に
特
定
し
て
い
た
場
合
に
．
そ
れ
が
故
意
犯
の
成
立
に
と
っ
て
全
く
意
味
が
な
い
は
ず
だ
（
中
野
次
雄
「
方

　
法
の
錯
誤
と
故
意
の
個
数
』
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
』
〔
一
九
八
四
年
〕
二
〇
八
頁
）
と
直
ち
に
は
言
え
な
い
．
問
題
は
、
故
意
が

　
認
め
ら
れ
る
た
あ
に
は
．
行
為
者
の
認
識
の
中
で
客
体
の
個
数
が
具
体
的
に
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
行
為
者
が

　
特
定
し
て
い
た
場
合
に
，
そ
れ
が
故
意
犯
の
成
立
す
る
数
を
限
定
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
．
ち
な
み
に
、
客
体
の
特
定
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と



故意における客体の特定および「個数」の特定に関する一考察（2〕

が
言
え
る
。
故
意
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
客
体
を
具
体
的
に
特
定
し
て
い
る
必
要
は
な
く
、
「
お
よ
そ
そ
の
種
の
客
体
」
を
侵
害
す
る
表
象
で

足
り
る
の
だ
か
ら
、
行
為
者
が
客
体
を
具
体
的
に
特
定
し
て
い
た
と
き
に
も
、
そ
れ
以
外
の
同
種
の
客
体
に
当
然
に
故
意
が
認
め
ら
れ
る
（
r
8
毒
㌣

富
ぎ
｝
国
罵
簿
ぎ
。
獣
①
9
。
〔
前
掲
注
2
〕
¢
ω
一
ω
持
勺
暮
b
ρ
N
葭
閃
雲
巨
9
〔
前
掲
注
2
〕
¢
ε
厘
）
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
な
お
、

留
ぼ
。
a
9
ピ
鉱
冨
貫
霞
国
。
ヨ
ヨ
。
暮
弩
〔
前
掲
注
8
〕
伽
一
〇
寄
戸
蒔
参
照
）
。
概
括
的
故
意
の
場
合
に
も
、
「
お
よ
そ
そ
の
種
の
客
体
」
を
侵
害
す

　
る
認
識
と
は
い
っ
て
も
、
自
分
の
行
為
が
原
因
と
な
っ
て
結
果
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
客
体
と
い
う
程
度
の
（
概
括
的
な
）
限
定
は
す
で
に
為
さ
れ
て

　
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
範
囲
で
当
然
に
故
意
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
従
っ
て
．
行
為
者
が
、
積
極
的
に
客
体
を
特
定
し
て
い
た
場
合
に
は
、

　
そ
の
よ
う
な
特
定
を
直
ち
に
無
意
味
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
2
9
）
　
故
意
の
「
個
数
」
を
考
慮
す
る
法
定
的
符
合
説
を
主
張
す
る
の
は
、
正
田
満
三
郎
「
刑
法
に
お
け
る
錯
誤
の
理
論
（
上
）
」
法
曹
時
報
二
二
巻

　
二
号
二
九
七
〇
年
）
一
一
頁
以
下
、
二
二
、
三
頁
、
同
『
刑
法
体
系
総
論
』
（
一
九
七
九
年
）
二
六
七
頁
以
下
、
同
「
犯
罪
構
成
要
件
の
重
な
り

合
い
と
故
意
の
成
否
（
下
）
」
判
例
時
報
九
八
四
号
（
一
九
八
一
年
V
四
頁
以
下
、
同
「
具
体
的
法
定
符
合
説
の
真
義
」
大
東
法
学
八
号
（
一
九
八

　
一
年
）
一
頁
以
下
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
』
（
増
補
版
・
一
九
七
五
年
）
四
一
九
、
二
〇
頁
、
同
『
注
解
刑
法
』
（
増
補
第
二
版
・
一
九
七

　
七
年
）
二
四
八
頁
以
下
、
同
「
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
2
）
一
二
頁
以
下
、
同
『
犯
罪
論
の
基
本
問
題
』
（
前
掲
注
2
）
二
四
二
頁
以
下
、

　
同
「
構
成
要
件
的
錯
誤
（
1
）
」
福
田
・
大
塚
編
『
演
習
刑
法
総
論
』
（
一
九
八
三
年
）
六
四
頁
以
下
、
同
『
刑
法
の
焦
点
1
・
錯
誤
〔
有
斐
閣
リ
ブ

　
レ
〕
』
（
一
九
八
四
年
）
三
三
頁
以
下
、
大
野
真
義
「
具
体
的
事
実
の
錯
誤
の
構
造
」
阪
大
法
学
（
一
九
七
七
年
）
一
頁
以
下
、
福
田
平
〔
団
藤
重
光

編
〕
『
注
釈
刑
法
㈲
の
H
総
則
㈹
』
（
一
九
六
九
年
）
三
三
六
、
七
頁
，
同
「
い
わ
ゆ
る
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
研
修
三
八
九
号
（
一
九

　
八
O
年
）
四
頁
以
下
、
同
「
方
法
の
錯
誤
に
関
す
る
覚
書
」
『
井
上
正
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
刑
事
法
学
の
諸
相
（
上
）
』
（
一
九
八
一
年
）
二
二
一
頁

以
下
、
同
『
刑
法
総
論
』
（
全
訂
版
・
一
九
八
四
年
）
二
四
頁
注
（
7
）
、
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
（
一
九
七
七
年
）
一
九
一
頁
以
下
、
同
「
刑

法
に
お
け
る
錯
誤
の
理
論
〔
総
論
〕
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
九
号
（
一
九
八
二
年
）
一
六
頁
以
下
、
下
村
康
正
「
併
発
事
実
と
錯
誤
理
論
」
（
一
九
七

七
年
）
同
『
刑
法
総
論
の
現
代
的
諸
問
題
』
（
一
九
七
九
年
）
一
二
八
頁
以
下
、
香
川
達
夫
「
結
果
的
加
重
犯
と
錯
誤
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究

年
報
1
4
（
一
九
七
九
年
）
四
六
頁
以
下
、
同
『
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
』
（
一
九
八
○
年
）
二
二
五
頁
以
下
、
同
「
錯
誤
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
法
学

　
セ
ミ
ナ
⊥
二
四
四
号
（
一
九
八
三
年
）
四
五
頁
以
下
、
同
「
方
法
の
錯
誤
」
研
修
四
二
九
号
（
一
九
八
四
年
）
三
頁
以
下
、
川
端
博
「
錯
誤
」
西
原

　
ほ
か
編
『
判
例
刑
法
研
究
3
責
任
』
（
一
九
八
O
年
）
二
一
四
頁
以
下
、
　
二
壬
二
頁
以
下
、
同
「
方
法
の
錯
誤
」
植
松
正
・
川
端
博
・
曽
根
威
彦
・

　
日
高
義
博
『
現
代
刑
法
論
争
1
』
（
一
九
八
三
年
）
一
八
○
頁
以
下
、
金
沢
文
雄
「
打
撃
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
広
島
法
学
五
巻
三
・
四
合
併
号
（
一

九
八
二
年
）
三
七
頁
以
下
、
立
石
二
六
「
具
体
的
事
実
の
錯
誤
に
お
け
る
方
法
の
錯
誤
」
北
九
州
大
学
法
政
論
集
一
〇
巻
三
・
四
合
併
号
（
一
九
八
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三
年
と
頁
以
下
、
阿
部
純
二
「
符
合
と
い
う
こ
と
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
六
号
（
一
九
八
三
年
）
一
一
四
、
五
頁
．
川
崎
一
夫
「
方
法
の
錯
誤
」
大
谷

編
著
『
刑
法
総
論
㎜
講
』
（
一
九
八
三
年
）
一
〇
六
頁
、
佐
久
間
修
「
事
実
の
錯
誤
の
理
論
と
故
意
の
観
念
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
〇
二
号
（
一

九
八
四
年
）
五
七
頁
以
下
な
ど
。
な
お
、
抽
象
的
符
合
説
の
立
場
に
立
っ
て
、
早
く
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
し
て
い
た
の
は
、
植
松
正

　
「
再
訂
刑
法
概
論
－
総
論
』
（
一
九
七
四
年
）
二
六
九
頁
以
下
。

（
3
0
）
　
故
意
の
「
個
数
」
を
考
慮
す
る
法
定
的
符
合
説
に
対
す
る
周
到
・
精
緻
な
批
判
は
、
中
野
「
方
法
の
錯
誤
と
い
わ
ゆ
る
故
意
の
個
数
」
（
前
掲

　
注
28
）
二
〇
四
～
二
一
四
頁
、
柏
木
「
法
定
的
符
合
説
と
罪
数
」
（
前
掲
注
10
）
二
五
三
～
二
五
六
頁
に
見
ら
れ
る
。

（
3
1
）
　
と
く
に
、
町
野
「
法
定
的
符
合
説
（
1
）
」
（
前
掲
注
2
8
）
一
〇
九
頁
参
照
。

（
32
）
　
A
を
狙
っ
て
B
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
、
阿
部
「
符
合
と
い
う
こ
と
」
（
前
掲
注
2
9
）
二
五
頁
、
A
を
狙
っ
て
B
、
C
を
死
亡
さ
せ

　
た
場
合
に
つ
い
て
．
金
沢
「
打
撃
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
2
9
）
四
六
頁
参
照
。

（
3
3
）
　
中
野
『
方
法
の
錯
誤
と
い
わ
ゆ
る
故
意
の
個
数
」
（
前
掲
注
2
8
）
一
二
四
頁
、
西
田
「
共
犯
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
九
八
頁
。

（
3
4
）
　
例
え
ば
、
西
原
「
刑
法
に
お
け
る
錯
誤
の
理
論
〔
総
論
〕
」
（
前
掲
注
2
9
）
二
〇
頁
、
福
田
「
方
法
の
錯
誤
に
関
す
る
覚
書
」
（
前
掲
注
2
9
）
二
二

　
七
頁
以
下
参
照
。

（
35
）
　
山
本
和
昭
「
強
盗
の
目
的
で
A
に
暴
行
を
加
え
A
及
び
予
想
外
の
B
を
傷
害
し
た
場
合
と
B
に
対
す
る
強
盗
傷
人
罪
の
成
否
」
研
修
＝
…
○
号

　
（
一
九
七
五
年
）
七
三
頁
、
平
野
「
具
体
的
法
定
符
合
説
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
1
2
）
七
四
頁
．
中
野
「
方
法
の
錯
誤
と
い
わ
ゆ
る
故
意
の
個
数
」
（
前

掲
注
2
8
）
二
一
二
頁
。
な
お
，
下
村
「
併
発
事
実
と
錯
誤
理
論
」
（
前
掲
注
2
9
）
一
二
六
、
七
頁
、
新
矢
悦
二
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭

　
和
五
三
年
度
（
一
九
八
二
年
）
三
二
六
頁
も
参
照
。

（
3
6
）
　
立
石
「
具
体
的
事
実
の
錯
誤
に
お
け
る
方
法
の
錯
誤
」
（
前
掲
注
2
9
）
一
八
頁
参
照
。

（
3
7
）
　
平
野
「
具
体
的
法
定
符
合
説
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
1
2
）
七
三
頁
参
照
。

（
3
8
）
　
福
田
「
方
法
の
錯
誤
に
関
す
る
覚
書
」
（
前
掲
注
2
9
）
二
三
一
頁
参
照
．

（
3
9
）
　
植
松
『
再
訂
刑
法
概
論
－
総
論
』
（
前
掲
注
2
9
）
二
七
二
頁
、
二
七
六
頁
、
二
七
九
頁
、
正
田
『
刑
法
体
系
総
論
』
（
前
掲
注
2
9
）
二
七
一
頁
、

　
同
「
具
体
的
法
定
符
合
説
の
真
義
」
（
前
掲
注
2
9
）
七
頁
、
一
〇
、
輔
頁
、
大
塚
「
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
2
）
二
五
頁
、
佐
久
間
「
事

　
実
の
錯
誤
の
理
論
と
故
意
の
観
念
」
（
前
掲
注
2
9
）
九
九
頁
な
ど
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

（
4
0
）
　
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
、
故
意
の
量
的
限
定
と
客
体
の
特
定
と
が
別
個
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
、
ヘ
ル
ッ
ベ
ル
ク
で
あ
る
（
浮
旨
－

　
ぎ
韻
一
＞
げ
霞
蚕
ぎ
一
9
垢
q
呂
。
罵
8
冒
。
菖
9
ε
〔
前
掲
注
16
〕
ω
・
ω
認
）
．
し
か
も
、
ヘ
ル
ッ
ベ
ル
ク
は
、
故
意
の
個
数
の
問
題
を
根
拠
に
「
法
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定
的
符
合
説
（
“
O
蚕
畠
（
。
益
嗅
①
計
一
び
8
募
）
」
を
批
判
す
る
こ
と
は
て
き
な
い
と
し
て
い
る
。

（
4
1
）
　
柏
木
「
法
定
的
符
合
説
と
罪
数
」
（
前
掲
注
1
0
）
二
六
〇
、
一
頁
、
二
七
〇
頁
以
下
参
照
。

（
姐
）
　
な
お
、
片
方
の
A
だ
け
に
命
中
し
た
場
合
で
も
、
当
た
ら
な
か
っ
た
B
に
対
す
る
殺
人
未
遂
を
認
め
な
く
て
よ
い
の
か
ど
う
か
に
は
問
題
が
あ

　
る
。
認
め
な
け
れ
ぽ
、
B
に
対
す
る
未
必
の
故
意
に
よ
る
殺
人
行
為
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓

　
の
前
に
立
っ
て
い
る
人
を
狙
っ
て
発
砲
し
た
と
こ
ろ
、
ガ
ラ
ス
窓
に
当
た
っ
た
と
い
う
場
合
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
『
人
か
ガ

　
ラ
ス
窓
か
の
ど
ち
ら
か
に
当
た
る
だ
ろ
う
』
と
考
え
て
発
砲
し
た
な
ら
ば
、
器
物
損
壊
罪
の
ほ
か
に
殺
人
未
遂
を
も
認
め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い

　
は
ず
で
あ
る
。
択
一
的
故
意
の
問
題
に
つ
い
て
示
唆
に
富
む
の
は
、
鼠
ざ
冨
幹
蚕
守
8
暮
（
前
掲
注
8
）
o。
＼
ω
ω
℃
o
Q
一
N
ミ
き
多
乞
毘
茗
■

（
4
3
）
　
佐
久
間
修
は
、
「
併
発
結
果
の
事
例
は
、
客
体
の
錯
誤
に
あ
っ
て
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
」
と
し
て
い
た
（
佐
久
間
「
事
実
の
錯
誤
の
理

論
と
故
意
の
観
念
」
〔
前
掲
注
2
9
〕
一
〇
七
頁
注
（
1
7
）
）
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
例
を
想
定
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
4
4
）
　
閏
零
善
Φ
嶺
ゆ
＞
げ
霞
露
鉱
。
§
毒
§
α
①
賃
自
汐
。
獣
。
9
。
（
前
掲
注
16
）
ω
一
ら。
認
参
照
。

（
4
5
）
　
新
潟
地
裁
長
岡
支
部
判
昭
和
三
七
年
九
月
二
四
日
・
下
級
裁
判
所
刑
事
裁
判
例
集
四
巻
九
・
一
〇
号
一
〇
八
頁
．

（
4
6
）
　
荘
子
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
7
）
三
四
六
頁
は
、
こ
の
判
決
の
事
案
に
つ
い
て
、
B
に
対
し
て
も
未
必
的
殺
意
を
認
め
得
る
と
解
す
る
よ
う

　
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
個
の
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
上
で
、
量
刑
に
お
い
て
故
意
の
「
個
数
」
に
応
じ
た
刑
を
量
定
す
る
こ
と
を
考
え
な
い
の
で

　
あ
れ
ば
、
責
任
主
義
に
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
4
7
）
　
斉
藤
『
刑
法
講
義
各
論
1
』
（
前
掲
注
1
6
）
七
二
頁
を
見
よ
。

　
3
　
正
当
化
事
由
に
つ
い
て
の
錯
誤
と
客
体
の
特
定

　
具
体
的
符
合
説
の
側
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
法
定
的
符
合
説
の
も
う
一
つ
の
間
題
点
は
、
正
当
化
事
由
に
あ
た
る
事
実
に
関
し
て
錯

誤
が
あ
っ
た
場
合
の
解
決
に
困
難
を
き
た
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、
A
が
B
に
切
り
か
か
り
、
こ

れ
を
見
た
甲
が
B
を
防
衛
す
る
た
め
に
攻
撃
者
A
の
脚
を
狙
っ
て
ピ
ス
ト
ル
を
撃
っ
た
と
こ
ろ
、
被
侵
害
者
B
の
脚
に
当
た
っ
た
と
い
う

事
例
で
あ
る
。
論
者
は
、
も
し
法
定
的
符
合
説
に
立
っ
て
、
方
法
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
と
考
え
る
と
、
被
害
者
B
に
対
し
て
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

初
か
ら
故
意
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
う
す
れ
ぽ
誤
想
防
衛
も
認
め
ら
れ
よ
う
が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
．
こ
れ
は
法
定
的
符
合
説
に
対
す
る
批
判
に
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
法
定
的
符
合
説
は
、
構
成
要
件
該
当
事
実
に
対
す
る
故

意
（
つ
ま
り
、
構
成
要
件
的
故
意
）
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
と
き
に
は
、
行
為
者
が
認
識
し
な
か
っ
た
客
体
に
対
す
る
侵
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち

に
つ
い
て
も
故
意
を
否
定
し
な
い
．
そ
れ
は
、
意
図
し
た
客
体
と
結
果
が
生
じ
た
客
体
と
が
、
構
成
要
件
的
評
価
の
観
点
か
ら
見
て
、
お

よ
そ
法
的
に
同
価
値
だ
と
す
る
か
ら
で
あ
る
．
こ
れ
に
対
し
て
、
正
当
化
事
由
の
前
提
事
実
に
関
す
る
錯
誤
が
、
故
意
を
阻
却
す
る
か
ど

う
か
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
ー
体
系
的
に
ど
の
段
階
で
判
断
す
る
に
せ
よ
ー
行
為
者
が
表
象
し
た
事
実
が
違
法
な
事
実
だ
っ
た
か

ど
う
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
．
従
っ
て
、
こ
の
関
係
で
は
、
右
の
例
で
、
客
体
が
A
で
あ
っ
た
の
か
B
で
あ
っ
た
の
か
が
法
的
に
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

価
値
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
法
定
的
符
合
説
に
立
っ
て
も
、
こ
の
錯
誤
は
法
的
に
重
要
で
あ
り
、
違
法
故
意
ま
た
は
責
任
故
意
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
50
）

阻
却
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
．

　
ま
た
、
一
歩
ゆ
ず
っ
て
、
右
の
事
例
で
B
に
対
す
る
構
成
要
件
的
故
意
を
否
定
し
な
い
限
り
ー
つ
ま
り
、
方
法
の
錯
誤
が
故
意
を
阻

却
す
る
と
考
え
な
い
限
り
1
誤
想
防
衛
と
は
な
ら
ず
故
意
犯
の
成
立
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
具
体
的
符
合
説
を
採
る
者
は
、
次
の
事
例
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
攻
撃
者
A
に
追
跡
さ
れ

た
甲
が
、
逃
げ
る
ば
か
り
で
は
男
ら
し
く
な
い
と
思
っ
て
、
う
し
ろ
か
ら
来
た
人
を
振
り
向
き
ざ
ま
に
殴
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
実
は
A

で
は
な
く
、
「
助
け
て
」
と
い
う
甲
の
声
を
聞
い
て
駆
け
つ
け
た
B
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
行
為
者
が
B
を
A
だ
と
思
っ
た
の

は
客
体
の
錯
誤
で
あ
り
、
傷
害
罪
の
故
意
を
阻
却
し
な
い
が
、
最
初
か
ら
B
を
殴
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
誤
想
防
衛
に
な
ら
ず
、

故
意
犯
の
成
立
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
、
客
体
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
す
る
と
い
う
立
場
を
採
ら
な
い
限
り
、
誤
想
防
衛
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

否
定
す
る
ほ
か
な
く
、
従
っ
て
故
意
犯
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
正
当
化
事
由
を
構
成
す
る
事
実
に
関
し
て
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
の
取
り
扱
い
を
理
由
と
す
る
、
法
定
的
符
合
説
に

対
す
る
批
判
に
は
根
拠
が
な
く
．
も
し
そ
れ
が
批
判
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
，
そ
れ
は
具
体
的
符
合
説
に
も
妥
当
す
る
は
ず
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
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故意における客体の特定および「個数」の特定に関する一考察（2）

（
4
8
）
　
わ
が
国
で
は
、
と
く
に
、
平
野
「
刑
法
の
基
礎
⑩
」
（
前
掲
注
1
）
二
六
頁
、
同
『
刑
法
総
論
1
』
（
前
掲
注
1
）
一
七
六
頁
、
同
『
刑
法
総
論

　
H
』
（
前
掲
注
2
3
）
二
四
八
頁
注
（
1
）
、
同
「
具
体
的
法
定
符
合
説
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
12
）
七
六
頁
以
下
、
内
藤
謙
「
防
衛
行
為
と
第
三
者
」

　
法
学
教
室
二
五
号
（
一
九
八
二
年
）
八
五
頁
参
照
。

（
4
9
）
　
こ
の
点
で
、
勺
①
ぴ
霞
Z
o
F
目
暮
び
窃
訂
づ
α
ρ
昌
臼
閃
Φ
魯
審
妻
箆
ユ
鮫
犀
虫
曾
9
0
ぞ
く
興
鼠
び
毒
群
吸
ロ
昌
鮫
鈴
・
勺
ユ
震
凶
づ
α
零
閃
8
騨
ま
旨
茜
仁
⇒
o
q
｝
N
ω
ぴ
毛

曽
9
ミ
」
8
ρ
¢
㎝
吋
5
P
メ
頃
四
屋
譲
巴
N
卑
U
器
α
①
暮
零
ぎ
幹
3
律
8
罫
F
＞
仁
中
一
8
P
ψ
謹
（
も
っ
と
も
、
厳
格
責
任
説
を
採
る
の
で

　
あ
れ
ば
、
冒
頭
の
事
例
に
つ
い
て
も
B
に
対
し
て
故
意
犯
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
あ
る
）
旧
℃
唇
罫
N
霞
即
①
＜
芭
8
（
前
掲
注
2
）
堕
一
〇。
や

　
は
正
当
で
あ
る
。

（
5
0
）
　
異
な
っ
た
理
解
に
基
づ
く
反
批
判
と
し
て
、
正
田
「
具
体
的
法
定
符
合
説
の
真
義
」
（
前
掲
注
29
）
一
二
、
三
頁
、
大
谷
「
法
定
的
符
合
説
弁

　
護
」
『
井
上
正
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
刑
事
法
学
の
諸
相
（
下
）
』
（
一
九
八
三
年
）
一
六
、
七
頁
．

（
5
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
勺
唇
冨
N
ξ
閃
①
〈
芭
8
（
前
掲
注
2
）
堕
一
〇
お
よ
び
佐
久
問
「
ド
イ
ッ
に
お
け
る
事
実
の
錯
誤
論
に
つ
い
て
」
（
前
掲

　
注
2
）
一
二
九
頁
、
同
「
事
実
の
錯
誤
の
理
論
と
故
意
の
観
念
」
（
前
掲
注
2
9
）
一
〇
八
頁
参
照
．
同
様
に
、
債
権
者
甲
が
債
務
を
弁
済
し
な
い
A

　
に
電
話
し
、
い
き
な
り
脅
迫
的
な
言
辞
を
弄
し
て
債
務
の
弁
済
を
迫
っ
た
と
こ
ろ
、
実
は
電
話
の
か
け
間
違
い
で
無
関
係
の
B
が
相
手
で
あ
っ
た
と

　
い
う
よ
う
な
場
合
、
客
体
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
と
は
言
っ
て
も
、
こ
の
場
合
の
甲
の
「
錯
誤
」
が
脅
迫
罪
の
成
否
に
全
く
影
響
し
な
い
と

　
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
受
け
た
者
が
、
例
え
ば
、
攻
撃
者
の
脚
を
狙
っ
て
発
砲
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
防
衛
行

　
為
と
し
て
は
相
当
な
行
為
を
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
弾
丸
を
頭
に
当
て
て
死
亡
さ
せ
る
な
ど
誤
っ
て
過
剰
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て

　
も
、
と
く
に
「
違
法
阻
却
事
由
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
」
符
合
が
肯
定
さ
れ
る
（
平
野
「
具
体
的
法
定
符
合
説
に
つ
い
て
」
〔
前
掲

　
注
1
2
〕
七
八
頁
）
と
説
明
す
る
必
要
も
な
い
。
行
為
者
の
表
象
し
た
事
実
が
正
当
化
事
由
に
あ
た
る
事
実
な
ら
ば
1
厳
格
責
任
説
に
立
つ
の
で
な

　
い
限
り
i
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
（
同
旨
、
自
筥
曾
惹
ヨ
ヲ
冒
Φ
瀬
号
β
言
づ
筑
＜
9
＜
。
誘
魯
艮
8
5
亀
ω
一
①
さ
凝
窪
〔
前
掲
注
1
1
〕

　
ψ
一
ミ
）
。
な
お
、
西
田
「
共
犯
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
一
〇
一
頁
注
（
5
）
も
参
照
。
さ
ら
に
、
量
刑
の
問
題
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、

　
故
意
犯
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
不
法
事
実
を
量
刑
の
基
礎
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
詳
し
く
は
、
井
田
「
量
刑
事
情

　
の
範
囲
と
そ
の
帰
責
原
理
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
四
）
」
本
誌
五
六
巻
一
号
〔
一
九
八
三
年
〕
六
八
頁
以
下
参
照
）
．
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